
著作権と表現の自由の調整原理（－）

論
説

著
作
権
と
表
現
の
自
由
の
調
整
原
理
（
二

は
じ
め
に

第
一
章

第
一
節

第
二
節

第
三
節

第
四
節

第
二
章

お
わ
り
に

「
思
想
／
表
現
二
分
法
」

二
・
二
日
日
閂
の
功
績
と
課
題

表
現
の
形
式

保
護
さ
れ
る
も
の
／
保
護
さ
れ
な
い
も
の

小
括
（
以
上
、
本
号
）

「
フ
ェ
ア
・
ユ
ー
ス
の
法
理
」

芸
術
は
他
の
芸
術
へ
の
影
響
の
な
か
で
「
生
き
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
芸
術
家
の
思
想
の
有
形
の
残
余
と
し
て
存
在
す
る
の
で

（
ｌ
｝

は
な
い
。

大
曰
方
信
春
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論 説

｛
ワ
ニ

一
不
法
行
為
の
判
定
を
う
け
る
表
現
行
為
の
こ
と
を
（
○
三
・
口
の
の
己
の
①
Ｏ
ロ
と
い
う
。
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
を
侵
害
す
る
表
現
、
名
誉

を
段
損
す
る
表
現
、
肖
像
権
を
侵
害
す
る
表
現
な
ど
は
、
こ
の
類
型
に
属
す
る
表
現
行
為
で
あ
る
。
憲
法
学
は
、
こ
れ
ら
の
表
現
行
為

に
つ
い
て
、
そ
の
対
立
法
益
と
の
調
整
法
を
、
こ
れ
ま
で
に
随
分
と
分
析
し
て
き
て
い
る
。
換
言
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
表
現
行
為
を
規

制
す
る
法
理
論
や
判
例
法
理
は
、
憲
法
上
の
問
題
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

あ
る
表
現
行
為
を
不
法
行
為
で
あ
る
と
判
定
す
る
法
理
論
の
ど
こ
に
憲
法
上
の
問
題
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、

庁
○
三
・
口
の
の
己
の
①
Ｓ
の
憲
法
上
の
問
題
を
つ
ぎ
に
引
用
す
る
因
・
国
禺
の
【
と
共
有
し
て
い
る
。

「
一
一
一
一
口
論
に
向
け
ら
れ
た
（
□
言
・
｛
＆
）
法
令
に
は
、
た
と
え
ば
、
あ
る
人
に
他
の
人
の
一
一
一
一
口
論
を
本
質
的
に
支
配
す
る
権
能
を
与
え
る

法
令
な
ど
に
は
、
よ
り
大
き
な
憲
法
上
の
疑
義
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
種
の
法
令
は
、
あ
る
人
が
選
択
し
よ
う
と
し
て
い
る
本
質
的

に
は
言
論
に
、
他
の
人
の
所
有
権
ま
た
は
個
人
的
利
益
を
設
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
領
域
は
、
た
と
え
ば
、
名
誉

段
損
や
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
と
い
う
文
脈
で
、
名
誉
が
段
損
さ
れ
た
と
い
う
者
、
ま
た
は
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
保
護
を
求
め
る
者
が
、
他

（巾⑨）

者
の
一
一
一
一
口
論
選
択
に
制
限
を
課
す
権
利
を
主
張
す
る
よ
う
に
、
不
法
行
為
法
に
よ
る
修
正
一
条
の
限
界
と
し
て
構
成
で
き
る
」
。

昭
和
四
五
年
制
定
（
法
律
第
四
八
号
）
の
著
作
権
法
は
、
著
作
者
に
そ
の
手
に
よ
る
「
創
作
的
表
現
」
か
ら
演
鐸
さ
れ
た
支
分
権
を

「
専
有
」
さ
せ
（
二
一
条
な
い
し
二
八
条
）
、
ま
た
、
著
作
権
者
に
著
作
物
の
利
用
許
諾
権
を
付
与
し
て
い
る
（
六
一
一
一
条
一
項
）
。
「
著
作

（
４
）

権
・
も
ま
た
、
あ
る
人
に
他
の
人
の
一
一
一
一
口
論
に
限
界
を
画
す
る
法
的
権
能
を
付
与
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
著
作
権
も
（
○
三
・
口
の
の
己
の
①
・
す

は
じ
め
に
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著作権と表現の自由の調整原理（一）

二
著
作
権
法
は
表
現
行
為
を
制
約
し
て
い
る
。
「
そ
れ
は
、
あ
な
た
が
記
述
す
る
こ
と
、
描
く
こ
と
、
み
ん
な
の
前
で
演
じ
る
こ

（
５
）

と
、
そ
の
他
あ
な
た
が
し
た
い
と
思
う
表
現
行
為
（
○
・
日
目
巨
已
・
ロ
（
】
ロ
、
）
を
制
約
し
て
い
る
」
。
と
こ
ろ
が
、
な
ぜ
か
そ
こ
か
ら
は

（
６
）

「
一
一
一
一
口
論
制
約
の
フ
レ
ー
バ
ー
」
が
感
じ
ら
れ
な
い
。
三
．
旧
の
日
］
ご
と
向
・
ぐ
・
｝
○
二
は
そ
の
理
由
を
詳
細
に
検
討
し
、
以
下
の
一
一
一
点
を

（
７
）

指
摘
し
て
い
る
。
（
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
い
の
曰
］
ご
陣
『
○
一
・
宮
は
批
判
的
見
解
を
表
明
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
措
く
）
。

①
著
作
権
法
は
財
産
権
を
保
護
し
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
表
現
の
自
由
の
法
理
の
枠
組
に
な
い
の
だ
。
第
一
、
表
現

（
８
）

の
自
由
だ
っ
て
、
表
現
行
為
の
た
め
に
他
人
の
不
動
産
に
無
断
で
立
ち
入
る
こ
と
を
許
し
て
は
い
な
い
。

②
著
作
権
法
は
多
く
の
場
合
に
民
事
訴
訟
に
よ
り
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
さ
れ
て
い
る
。
政
府
に
よ
る
言
論
規
制
の
枠
組
で
語
ら
れ
る
こ

の
問
題
領
域
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

③
著
作
権
法
は
表
現
内
容
に
中
立
的
な
規
制
で
あ
る
。

③
著
作
権
に
関
す
る
問
題
は
、
そ
の
典
型
例
に
お
い
て
、
政
治
的
言
論
と
関
係
が
な
い
。

（
、
）

⑤
著
作
権
法
は
表
現
の
自
由
の
価
値
を
高
め
て
い
る
。
「
著
作
権
そ
れ
自
体
が
自
由
な
表
現
の
動
力
源
（
の
□
ぬ
曰
の
）
な
の
で
あ
る
」
。

⑥
合
衆
国
憲
法
一
条
八
節
八
項
は
、
著
作
物
に
対
す
る
独
占
的
権
利
を
著
作
者
に
保
障
す
る
法
律
の
制
定
を
、
合
衆
国
議
会
に
要

（
皿
）

（
皿
）

請
し
て
い
る
。
著
作
権
法
の
制
定
は
憲
法
上
の
指
示
（
○
・
口
の
三
三
】
・
ロ
ロ
」
＆
【
の
＆
ぐ
の
）
に
連
邦
議
会
が
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。

、
思
想
（
丘
８
）
の
伝
播
の
誘
因
を
提
供
す
る
と
い
う
著
作
権
法
の
目
的
は
、
憲
法
上
重
要
な
価
値
を
も
つ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

（
旧
）

そ
れ
を
「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
」
（
○
・
日
で
の
一
三
ｍ
）
と
の
術
語
で
表
そ
う
と
す
る
者
さ
え
い
る
。

（
Ｍ
）

⑧
裁
判
所
は
と
き
に
著
作
権
侵
害
は
「
回
復
不
可
能
な
損
害
」
を
発
生
さ
せ
る
と
判
示
し
て
い
る
。

⑨
思
想
（
丘
①
四
）
は
他
の
方
法
で
も
表
現
で
き
る
。
著
作
権
法
は
、
思
想
や
事
実
（
〔
四
ｓ
の
）
で
は
な
く
、
あ
る
表
現
の
形
式

（
９
）

し
」
は
少
な
い
。
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論 説

⑫
著
作
権
の
問
題
は
、
伝
統
的
に
言
論
の
自
由
の
問
題
と
は
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

Ｐ
の
二
二
陣
「
・
］
・
言
が
指
摘
し
た
理
由
な
ど
に
よ
り
、
著
作
権
法
が
憲
法
問
題
を
提
起
し
て
い
る
と
し
て
真
塾
に
検
討
す
る
試

み
は
、
長
ら
く
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
Ｓ
己
・
口
の
の
己
の
①
Ｓ
の
枠
組
に
適
合
的
な
こ
の
問
題
は
、
憲
法
理
論
の
枠

組
で
も
分
析
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
諸
問
題
を
提
起
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
稿
は
、
著
作
権
論
と
憲
法
理
論
の
両
法
理
を
架
橋
す
る
試
み
で
も
あ
る
。

｜
｜
｜
あ
る
判
決
に
対
す
る
補
足
意
見
で
口
の
目
目
裁
判
官
は
、
以
下
の
よ
う
に
い
う
。

「
著
作
権
法
は
言
論
の
自
由
を
制
約
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
著
作
権
は
表
現
の
形
体
（
命
・
【
曰
・
｛
の
〆
宮
の
①
の
】
・
ロ
）
の
み

（
焔
）

を
保
護
し
て
お
り
、
表
現
さ
れ
た
思
想
（
】
Ｑ
の
ロ
の
の
〆
亘
の
ｍ
の
①
Ｑ
）
を
保
護
す
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
」
。

□
『
の
目
目
裁
判
官
の
言
明
を
う
け
て
合
衆
国
最
高
裁
は
「
著
作
権
法
は
保
護
さ
れ
る
表
現
と
保
護
さ
れ
な
い
思
想
や
事
実
を
区
別

（
Ⅳ
）

し
て
い
る
」
と
い
っ
た
後
、
以
下
の
よ
う
に
い
う
。

（
旧
）

「
学
問
と
論
評
の
た
め
の
自
由
は
フ
ェ
ア
・
ユ
ー
ス
に
よ
り
与
え
ら
れ
て
い
る
」
。

（
四
）

両
引
用
部
分
の
基
に
な
っ
て
い
る
法
理
論
は
、
と
も
に
判
例
法
理
の
集
積
の
な
か
で
生
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
前
者
の
法
理
論
を

「
思
想
／
表
現
一
一
分
法
」
（
己
の
四
‐
の
壱
『
の
①
の
】
ｏ
ｐ
ｅ
ｇ
・
庁
・
曰
ご
）
と
、
後
者
の
そ
れ
を
「
フ
ェ
ア
・
ユ
ー
ス
の
法
理
」
（
三
『
こ
の
の

⑪
映
画
や
書
籍
で
の
公
表
に
対
す
る
ご
目
三
・
口
の
は
、
新
聞
や
実
演
に
対
す
る
そ
れ
に
比
し
て
、
時
機
に
過
敏
に
な
る
必
要
が

（
曰
・
□
①
の
ａ
の
色
【
の
①
の
】
。
ご
）
そ
れ
自
体
の
使
用
を
制
限
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑩
著
作
権
法
は
公
衆
が
言
論
に
触
れ
る
機
会
を
奪
う
も
の
で
は
な
い
。
「
そ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
誰
が
発
表
す
る
か
と

な
い
○

〈
旧
）

い
う
こ
し
」
だ
け
で
あ
る
」
。
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著作権と表現の自由の調整原理（－）

本
稿
の
関
心
は
「
思
想
／
表
現
二
分
法
」
お
よ
び
「
フ
ェ
ア
・
ユ
ー
ス
の
法
理
」
と
い
う
著
作
権
法
に
内
在
す
る
表
現
の
自
由
と
の

調
整
原
理
が
、
著
作
権
と
表
現
の
自
由
と
い
う
両
法
益
を
調
整
す
る
正
当
な
法
理
論
と
し
て
成
立
し
う
る
か
否
か
に
あ
る
。
以
下
、
第

一
章
で
は
「
思
想
／
表
現
二
分
法
」
に
つ
い
て
論
述
す
る
。
「
フ
ェ
ア
・
ユ
ー
ス
の
法
理
」
に
つ
い
て
は
、
章
を
改
め
て
、
詳
述
す
る

こ
と
に
し
よ
う
。

彼
の
国
の
最
高
裁
判
決
は
、
あ
る
表
現
行
為
が
Ｓ
己
・
口
の
の
ｂ
の
①
ｓ
で
あ
る
か
、
即
ち
、
著
作
権
を
侵
害
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、

表
現
の
自
由
と
の
関
係
で
、
以
下
の
判
定
方
法
を
提
示
し
た
も
の
と
し
て
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、

⑩
他
者
の
表
現
を
使
用
す
る
こ
と
と
そ
れ
に
内
在
す
る
思
想
を
使
用
す
る
こ
と
を
区
別
し
、
前
者
の
場
合
に
は
不
法
行
為
に
該
当

し
、
後
者
の
場
合
は
表
現
の
自
由
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
。

②
公
正
な
使
用
形
態
と
そ
の
他
の
使
用
形
態
を
区
別
し
、
前
者
の
使
用
形
態
は
表
現
の
自
由
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
。

〈
汕
）

と
こ
ろ
で
〈
ロ
衆
国
の
連
邦
著
作
権
法
は
、
両
法
理
の
規
定
を
も
つ
。
著
作
権
と
表
現
の
自
由
と
い
う
両
法
益
の
調
整
を
行
う
こ
の
一
一

つ
の
規
定
を
、
後
世
の
合
衆
国
最
高
裁
は
「
［
著
作
権
法
に
］
内
蔵
さ
れ
て
い
る
修
正
一
条
と
の
調
整
法
」
（
ワ
已
岸
‐
曰
司
冨
（

（
皿
）

シ
曰
の
己
曰
の
三
四
・
・
・
日
日
・
口
昌
・
ロ
の
）
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
一
一
つ
の
理
論
が
法
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
「
著
作
権
は
修
正

（
理
）

一
条
に
基
づ
く
正
当
性
の
疑
い
を
無
条
件
に
免
除
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
の
は
、
確
か
に
「
一
一
一
一
口
い
過
ぎ
」
（
の
己
・
丙
の
（
・
・
ウ
［
・
＆
］
『
）

（
羽
）

で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
れ
で
も
こ
れ
ら
一
一
つ
の
理
論
が
法
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
著
作
権
法
か
ら
「
一
一
一
一
口
論
制
約
の

フ
レ
ー
バ
ー
」
を
か
き
消
す
に
は
十
分
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
裁
判
所
の
視
線
が
こ
の
二
法
理
の
正
当
性
そ
の
も
の
に
は
向
か
っ
て

Ｑ
○
○
（
且
口
の
）
し
」
い
誼
７
○

フ
レ
ー
バ
ー
」
を
か
き
消
す
に
Ｌ

い
な
い
こ
と
に
看
取
さ
れ
よ
う
。
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論 説

一
憲
法
学
の
通
説
的
理
解
は
、
（
○
三
・
口
の
の
己
の
①
ｇ
に
よ
り
侵
害
さ
れ
る
と
さ
れ
て
き
た
保
護
法
益
（
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
権
、
名

誉
権
、
肖
像
権
な
ど
）
を
、
憲
法
一
三
条
か
ら
導
き
出
し
て
き
て
い
る
。
そ
こ
に
は
そ
れ
ら
の
私
権
の
淵
源
を
憲
法
上
の
規
定
に
求
め

る
こ
と
で
、
当
該
諸
権
益
を
憲
法
上
の
権
益
で
あ
る
と
す
る
思
考
法
が
あ
る
。
こ
の
通
説
的
見
解
に
よ
る
な
ら
ば
、
（
○
三
・
房

巴
の
①
Ｓ
の
問
題
は
、
表
現
の
自
由
の
主
体
で
あ
る
私
人
Ａ
と
、
た
と
え
ば
名
誉
権
の
主
体
で
あ
る
私
人
Ｂ
と
の
間
で
の
、
す
な
わ
ち
、

憲
法
上
の
権
益
に
関
す
る
私
人
間
で
の
法
的
紛
争
へ
と
還
元
さ
れ
る
。
（
○
三
・
口
の
の
□
の
①
ｇ
に
関
す
る
当
該
分
析
枠
組
の
も
と
で
は
、

（
湖
）

こ
の
法
的
紛
争
は
「
等
価
的
利
益
衡
量
」
で
、
そ
の
解
決
が
説
か
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

た
だ
こ
の
分
析
枠
組
は
適
切
で
は
な
い
。

’
一
自
由
は
法
な
く
し
て
存
在
し
な
い
。
自
由
な
一
一
一
一
口
論
も
、
そ
れ
を
規
整
す
る
（
『
の
、
昌
昌
の
）
法
な
く
し
て
は
存
在
し
え
な
い
。
市

民
社
会
に
お
け
る
言
論
市
場
も
、
そ
れ
が
法
に
よ
る
制
度
化
を
経
て
、
は
じ
め
て
自
由
な
言
論
市
場
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

制
度
化
さ
れ
た
法
益
が
表
現
の
自
由
で
あ
り
、
名
誉
権
・
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
権
で
あ
ろ
う
。
自
由
な
社
会
の
基
盤
を
提
供
す
る
こ
の
法

１
ざ
三
・
口
の
ｍ
ｂ
の
①
Ｓ
論
の
分
析
枠
組

第
一
章
「
思
想
／
表
現
二
分
法
」

第
一
節
二
・
二
ヨ
ョ
の
『
の
功
績
と
課
題
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著作権と表現の自由の調整原理（

三
本
稿
が
関
心
を
寄
せ
て
い
る
著
作
権
法
は
、
著
作
者
と
著
作
物
利
用
者
の
両
権
益
を
調
整
し
よ
う
と
し
た
国
家
行
為
で
あ
る
。

著
作
者
の
著
作
権
と
利
用
者
の
表
現
の
自
由
と
い
う
相
対
す
る
権
益
を
、
国
家
が
法
律
を
通
し
て
調
整
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
憲
法
上
の
問
題
が
あ
る
。
本
稿
は
、
著
作
権
と
表
現
の
自
由
の
問
題
を
（
・
畳
・
ロ
の
巴
の
①
・
す
論
の
枠
組
で
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の

を
、
維
持
し
運
営
す
る
の
は
国
家
の
役
割
で
あ
る
。
憲
法
学
の
役
割
は
、
こ
の
国
家
行
為
の
適
正
性
を
判
定
す
る
こ
と
に
あ
る
。

①（○三・口のの己の①Ｓを制限する法益が法的保護に値するか。一躯）
こ
の
本
稿
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
（
○
三
・
口
の
の
己
の
①
○
ヶ
を
分
析
す
る
枠
組
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

②
当
該
法
益
と
表
現
の
自
由
と
の
調
整
に
あ
た
っ
て
、
国
家
は
、
一
般
性
・
抽
象
性
・
普
遍
性
の
要
請
を
満
た
し
た
議
会
制
定
法

（
法
律
）
に
よ
っ
て
い
る
か
。
「
法
律
の
留
保
」
の
要
請
を
満
た
し
て
い
る
か
。

③
そ
の
法
律
は
憲
法
上
の
正
当
な
基
礎
を
も
っ
て
い
る
か
。
「
公
共
の
福
祉
」
の
観
点
を
も
つ
か
。

こ
こ
で
Ｓ
三
・
口
の
の
□
の
①
Ｓ
を
分
析
す
る
憲
法
学
の
視
点
か
ら
は
、
と
く
に
②
お
よ
び
③
が
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ポ
イ
ン
ト

は
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
や
名
誉
を
保
護
す
る
憲
法
上
の
根
拠
条
文
を
探
究
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
Ｓ
三
．
こ
の
の
己
の
①
Ｓ
論

（
妬
）

の
分
析
は
「
表
現
の
自
由
を
規
制
す
る
国
家
行
為
が
、
憲
法
上
の
正
当
な
基
礎
を
も
っ
て
い
る
か
否
か
」
に
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

で
あ
る
。

（
”
）

い
の
で
あ
う
Ｃ
。

本
稿
の
こ
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
著
作
権
に
よ
る
表
現
規
制
の
問
題
は
、
以
下
の
観
点
か
ら
分
析
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑩
著
作
権
は
法
的
保
護
に
値
す
る
権
益
か
。
著
作
権
を
保
護
す
る
理
由
は
な
に
か
。

②
著
作
権
と
表
現
の
自
由
を
調
整
す
る
に
あ
た
り
、
国
家
は
、
一
般
的
・
抽
象
的
議
会
法
形
式
に
よ
っ
て
い
る
か
。
ま
た
当
該
法

律
は
、
表
現
規
制
法
令
に
求
め
ら
れ
る
形
式
的
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
。
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論 説

著
作
権
と
表
現
の
自
由
の
関
係
を
分
析
す
る
本
稿
の
視
点
と
同
様
の
議
論
枠
組
で
こ
の
関
係
を
探
究
し
た
論
者
が
い
る
。
二
・

二
日
日
の
円
（
こ
の
｝
ぐ
］
｝
］
団
・
Ｚ
旨
曰
円
）
で
あ
る
。

｜
合
衆
国
最
高
裁
は
、
一
一
○
○
三
年
の
判
決
の
な
か
で
、
以
下
の
よ
う
に
い
う
。

（
羽
〉

「
連
邦
議
会
は
著
作
権
保
護
の
伝
統
的
概
略
を
変
更
し
て
は
い
な
い
。
［
し
た
が
っ
て
］
修
正
一
条
の
審
査
は
不
必
要
で
あ
る
」
。

こ
の
「
著
作
権
保
護
の
伝
統
的
概
略
」
（
｛
【
＆
三
・
目
｝
８
日
・
貝
の
）
と
は
、
著
作
権
法
に
修
正
一
条
と
の
調
整
法
が
内
蔵
さ
れ
て

視
点
は
、
①
表
現
行
為
に
よ
る

向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
”
）

憲
法
理
論
と
の
関
係
で
と
く
に
重
要
に
な
る
の
は
②
お
よ
び
③
の
視
点
で
あ
う
Ｃ
と
思
わ
れ
る
。

わ
が
国
の
著
作
権
法
は
、
思
想
ま
た
は
感
情
の
創
作
的
表
現
（
二
条
一
項
一
号
）
に
利
用
規
制
を
課
し
て
い
る
。
こ
こ
で
問
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
著
作
権
法
上
「
保
護
さ
れ
る
表
現
」
、
換
言
す
る
と
、
表
現
の
自
由
が
「
保
護
さ
れ
な
い
表
現
」
の
外
延
が

何
処
に
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
上
記
②
の
課
題
と
関
係
し
て
い
る
。
ま
た
、
著
作
権
法
の
制
約
に
も
か
か
わ
ら
ず
表

現
の
自
由
の
要
請
が
ま
さ
る
表
現
行
為
の
類
型
は
何
か
、
当
該
表
現
行
為
の
存
在
に
著
作
権
法
が
適
切
な
配
慮
を
示
し
て
い
る
か
と
い

う
問
題
も
あ
る
。
こ
れ
は
上
記
③
の
課
題
と
関
係
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
課
題
を
煎
じ
詰
め
て
い
え
ば
、
著
作
権
を
み
る
憲
法
学
の

視
点
は
、
①
表
現
行
為
に
よ
る
著
作
権
侵
害
の
成
立
要
件
、
②
著
作
権
侵
害
の
違
法
性
阻
却
事
由
、
こ
の
二
点
を
探
究
す
る
こ
と
に

こ
れ
は
憲
法
学
が
分
析
す
べ
き
（
・
己
・
口
の
の
ｂ
の
①
Ｓ
論
の
一
般
的
分
析
枠
組
か
ら
演
鐸
さ
れ
た
視
点
で
あ
る
。

２
一
九
七
○
年
の
二
・
二
日
日
円
論
文
の
影
響

(3)の
に
な
っ
て
い
る
か
。

そ
の
法
律
は
表
現
の
自
由
を
規
制
す
る
正
当
な
理
由
に
よ
る
も
の
か
。
ま
た
表
現
行
為
を
自
由
に
す
る
こ
と
の
意
義
を
汲
む
も
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著作権と表現の自由の調整原理（一）

「
『
フ
ェ
ア
・
ユ
ー
ス
』
と
い
う
抗
弁
は
、
著
作
権
の
あ
る
著
作
物
に
含
ま
れ
て
い
る
事
実
や
思
想
（
｛
四
・
斤
の
四
己
丘
の
ロ
の
）
ば
か
り（
釦
）

で
な
く
、
あ
る
種
の
状
況
下
で
は
表
現
そ
れ
自
体
（
の
邑
閂
の
ｍ
の
』
。
ご
耳
の
①
｝
｛
）
の
使
用
も
一
般
に
（
岳
の
で
口
三
・
）
許
容
し
て
い
る
」
。

著
作
権
の
保
護
が
表
現
の
自
由
と
の
関
係
で
問
わ
れ
た
と
き
に
彼
の
国
の
裁
判
所
が
よ
く
使
う
こ
の
二
法
理
は
「
元
を
辿
れ
ば
、
一

九
七
○
年
代
に
、
二
日
目
の
【
が
、
憲
法
学
の
『
定
義
付
け
衡
量
論
（
９
の
｛
旨
三
・
目
｝
宮
」
目
・
曰
、
）
』
を
著
作
権
法
の
正
当
化
根
拠
に

い
る
こ
と
（
ウ
三
斤
‐
曰
句
冨
（
シ
日
の
己
日
の
三
四
・
８
日
目
○
・
畳
・
ロ
の
）
と
、
著
作
権
を
制
限
す
る
「
伝
統
的
修
正
一
条
保
護
手
段
」

（
可
＆
三
・
口
四
一
句
房
（
シ
曰
の
三
日
の
三
の
呉
の
、
目
己
の
）
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
関
心
は
、
著
作
権
法

に
内
蔵
さ
れ
て
い
る
著
作
権
と
表
現
の
自
由
を
調
整
す
る
法
理
論
に
あ
る
。

〃
著
作
権
と
表
現
の
自
由
を
調
整
す
る
法
理
論
“
。
合
衆
国
最
高
裁
に
こ
う
評
価
さ
れ
た
法
理
論
が
先
述
し
た
（
［
は
じ
め
に
三
］
）

こ
の
「
思
想
／
表
現
二
分
斗

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
思
想
／
表
現
二
分
法
は
、

作
者
の
表
現
（
目
二
・
【
》
の

つ
ぎ
の
二
つ
の
法
理
で
あ
る
。

作
者
の
表
現（
列
）

し
て
い
る
」
。

①
著
作
権
法
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
の
は
、
著
作
物
の
表
現
（
の
吾
『
の
①
の
】
。
ご
）
で
あ
り
、
事
実
（
註
。
（
）
や
思
想
（
己
の
四
）
で
は
な

い
と
す
る
「
思
想
／
表
現
二
分
法
」
（
丘
の
ロ
ー
①
〆
官
の
①
の
一
・
口
ｓ
・
ロ
。
（
・
曰
ご
）
。

②
著
作
物
の
利
用
目
的
や
そ
の
性
質
に
照
ら
し
て
「
公
正
で
あ
る
」
と
評
価
で
き
る
著
作
物
利
用
に
つ
い
て
、
著
作
権
の
効
力
を

否
定
す
る
「
フ
ェ
ア
・
ユ
ー
ス
の
法
理
」
（
量
『
口
の
①
Ｑ
○
・
三
月
）
。

こ
の
「
思
想
／
表
現
二
分
法
」
お
よ
び
「
フ
ェ
ア
・
ユ
ー
ス
の
法
理
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
合
衆
国
最
高
裁
の
裁
判
書
で
は
、
以
下

修
正
一
条
と
著
作
権
法
の
間
で
の
定
義
的
衡
量
（
・
＆
ロ
三
・
目
一
宮
一
目
・
の
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
箸

の
邑
閂
の
の
の
】
・
ロ
）
を
な
お
保
護
す
る
一
方
で
、
事
実
（
菌
・
扇
）
の
自
由
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
許
容
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論 説

（
醜
）

応
用
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
ｊ
Ｄ
の
で
あ
［
る
］
」
。

（
羽
）

｜
一
二
ロ
〕
ロ
〕
①
Ｈ
が
一
九
七
○
年
に
発
表
し
た
論
文
「
著
作
権
は
一
一
一
一
口
論
や
プ
レ
ス
の
自
由
を
保
障
す
る
修
正
一
条
に
反
し
な
い
の
か
？
」

（
汎
）

は
、
彼
が
他
の
表
現
規
制
の
文
脈
で
展
開
し
て
い
た
「
定
義
的
衡
量
テ
ス
ト
」
（
・
の
｛
三
（
】
・
ロ
ロ
］
ウ
ロ
一
四
口
。
旨
い
）
の
手
法
を
、
著
作
権

と
表
現
の
自
由
の
分
析
に
適
用
し
よ
う
と
し
た
先
進
的
試
み
と
評
価
で
き
る
。
そ
こ
に
は
著
作
権
と
表
現
の
自
由
の
問
題
に
つ
い
て

（
渦
）

「
常
に
パ
イ
オ
ニ
ア
的
役
割
・
り
を
果
た
そ
う
と
す
る
」
論
者
の
手
に
よ
る
堅
実
な
理
論
構
成
が
施
さ
れ
て
い
た
。

「
定
義
的
衡
量
テ
ス
ト
」
と
は
、
一
言
で
い
う
と
、
憲
法
上
「
保
護
さ
れ
る
表
現
」
と
「
保
護
さ
れ
な
い
表
現
」
の
境
界
を
定
式
化

し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
こ
の
テ
ス
ト
は
、
と
き
に
「
あ
る
表
現
が
一
般
的
に
も
つ
利
益
（
価
値
）
と
、
そ
れ
に
対
立
す
る
利
益

（
妬
）

（
保
護
法
益
）
の
本
質
部
分
を
あ
ら
か
じ
め
衡
量
し
て
・
・
：
：
［
憲
法
上
］
『
保
護
さ
れ
な
い
表
現
』
と
い
う
範
嶬
を
求
め
る
理
論
」
と
紹

介
さ
れ
、
と
き
に
そ
の
意
義
と
し
て
「
個
別
的
文
脈
の
如
何
を
問
わ
ず
一
定
の
範
囑
に
属
す
る
表
現
は
絶
対
に
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な

（
汀
）

ら
な
い
と
す
る
ｊ
ｂ
の
」
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
き
て
い
る
。

き
て
、
三
目
目
〕
の
Ｈ
が
こ
の
定
義
的
衡
量
テ
ス
ト
を
著
作
権
の
問
題
に
適
用
す
る
と
き
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
こ
と

が
あ
る
。
彼
の
口
に
語
っ
て
も
ら
お
う
。

「
仮
に
定
義
的
衡
量
ア
プ
ロ
ー
チ
が
著
作
権
の
範
囲
に
適
用
さ
れ
る
と
し
て
も
、
著
作
権
法
の
も
と
で
禁
止
さ
れ
る
言
論
と
、
そ
の

（
犯
）

法
律
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
修
正
一
条
の
命
令
に
よ
り
削
減
で
き
な
い
一
一
一
一
口
論
と
の
線
引
が
必
要
に
●
な
る
」
。

二
日
目
の
『
に
よ
れ
ば
、
著
作
権
法
で
使
用
が
禁
止
さ
れ
る
言
論
（
表
現
）
と
、
法
律
の
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
表
現
の
自
由
の

要
請
に
よ
り
著
作
権
侵
害
と
な
ら
な
い
一
一
一
一
口
論
（
表
現
）
と
を
、
峻
別
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
点
は
重
要
な
の
で
丁
寧
に
換
一
一
一
一
口

し
て
お
く
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
著
作
権
法
に
い
う
「
表
現
」
（
の
壱
『
の
ｍ
の
】
・
ロ
）
の
「
フ
ェ
ア
・
ユ
ー
ス
」
に
は
該
当
し
な
い
使

（
羽
）

用
行
為
だ
け
を
、
憲
法
は
著
作
権
法
に
よ
る
表
現
制
限
と
し
て
許
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ま
ず
注
視
共
こ
れ
る
べ
き
な
の
が
、
本
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著作権と表現の自由の調整原理（－）

こ
の
よ
う
な
８
三
回
答
斤
曰
＆
自
己
お
よ
び
支
分
権
の
拡
張
傾
向
は
、
反
面
で
、
表
現
行
為
の
自
由
度
を
相
対
化
す
る
こ
と
で
も

あ
っ
た
。
た
だ
そ
の
な
か
で
も
一
貫
し
て
守
ら
れ
た
表
現
の
自
由
保
護
理
論
が
あ
る
。
そ
れ
が
「
思
想
／
表
現
二
分
法
」
で
あ
る
。

で
も
、
そ
こ
で
い
う
思
想
と
表
現
は
、
裁
然
と
区
別
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ニ
合
衆
国
著
作
権
法
に
「
思
想
／
表
現
二
分
法
」
が
法
定
さ
れ
た
の
は
、
一
九
七
六
年
の
法
改
正
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ

こ
で
は
以
下
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

皮
切
り
に
、
一
八
九
七
佇

続
と
拡
張
さ
れ
て
い
る
。

一
合
衆
国
議
会
は
、
一
七
九
○
年
五
月
一
一
一
一
日
に
、
連
邦
著
作
権
法
（
目
宮
の
○
・
二
国
、
亘
少
。
（
・
｛
弓
①
Ｃ
）
を
制
定
し
て
い
る
。

こ
の
法
律
は
、
著
作
権
が
保
護
さ
れ
る
物
（
８
三
国
、
三
の
９
日
の
９
旨
日
）
を
「
地
図
、
海
図
お
よ
び
書
籍
」
（
白
四
つ
・
冨
耳
》
ウ
・
・
戸

口
＆
す
。
。
【
の
）
に
限
定
し
て
い
た
。
た
だ
こ
の
限
定
さ
れ
た
○
・
二
国
、
三
日
の
ｓ
巨
曰
は
、
一
八
○
一
一
年
の
改
正
に
お
け
る
新
聞
、
雑

誌
等
の
印
刷
物
の
追
加
に
端
を
発
し
、
一
八
三
一
年
に
楽
曲
、
一
八
五
六
年
に
演
劇
著
作
物
、
一
八
六
五
年
に
写
真
、
一
八
七
○
年
に

は
絵
画
、
図
画
、
彫
刻
、
美
術
的
な
作
品
の
た
め
の
モ
デ
ル
な
い
し
デ
ザ
イ
ン
…
…
と
い
う
よ
う
に
、
次
つ
ぎ
に
拡
張
さ
れ
て
い
っ
た
。

ま
た
一
七
九
○
年
法
で
の
い
わ
ゆ
る
支
分
権
は
、
「
印
刷
、
増
刷
、
出
版
お
よ
び
販
売
」
に
限
定
き
れ
て
い
た
。
こ
れ
も
演
劇
著
作

物
が
８
℃
胃
碕
亘
白
の
□
ご
日
に
追
加
さ
れ
た
一
八
五
六
年
に
上
演
権
（
Ｈ
］
ぬ
三
・
｛
宮
三
・
℃
の
Ｒ
ｍ
○
円
目
目
・
の
）
が
加
え
ら
れ
た
の
を

皮
切
り
に
、
一
八
九
七
年
に
は
楽
曲
の
実
演
権
（
国
、
三
・
ｍ
宮
三
・
℃
の
瓜
・
Ｈ
Ｂ
目
・
の
）
が
追
加
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
以
下
、
陸

章
の
関
心
で
あ
る
「
思
想
／
表
現
二
分
法
」
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
著
作
権
法
で
無
断
使
用
が
禁
止
さ
れ
る
「
表
現
」
と
は
な
に
か
、

と
い
う
点
で
あ
る
。

３
「
思
想
／
表
現
二
分
法
」
と
著
作
権
を
保
護
す
べ
き
「
表
現
」
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論 説

【
ミ
ロ
・
の
．
○
・
か
］
ｓ
（
す
）
著
作
権
の
対
象
亜
総
論
］

「
い
か
な
る
場
合
に
も
、
著
作
者
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
著
作
物
に
つ
い
て
の
著
作
権
の
保
護
は
、
つ
ぎ
の
も
の
が
著
作
物
に
記
述
、
説

明
、
図
解
、
ま
た
は
、
具
体
化
さ
れ
て
い
る
形
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
思
想
、
手
順
、
プ
ロ
セ
ス
、
シ
ス
テ
ム
、
操
作
方
法
、
原
則
、

ま
た
は
、
発
見
ま
で
に
は
及
ば
な
い
」
。

（
㈹
）

一
八
八
九
年
の
〈
ロ
衆
国
最
高
裁
判
決
は
「
思
想
／
表
現
二
分
法
」
の
黎
明
を
告
げ
る
典
型
的
判
例
と
し
て
よ
く
引
照
さ
れ
る
こ
と
が

あ
る
。
簿
記
シ
ス
テ
ム
を
解
説
し
た
書
籍
の
著
作
権
が
争
わ
れ
た
こ
の
事
例
で
、
合
衆
国
最
高
裁
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
た
と
え
著
作
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
書
物
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
書
物
に
書
か
れ
た
技
術
の
記
載
は
、
当
該
技
術
自
体
に
対
す
る

〈
机
）

独
占
的
権
利
の
根
拠
と
は
な
り
得
な
い
」
。

技
術
の
記
載
そ
れ
自
体
（
の
壱
『
の
の
の
】
・
ロ
）
と
記
載
さ
れ
た
技
術
そ
の
も
の
（
己
８
．
の
】
の
（
の
日
）
を
区
別
す
る
こ
の
裁
判
書
か
ら
は
、

著
作
権
法
で
保
護
さ
れ
る
「
表
現
」
と
保
護
さ
れ
な
い
「
思
想
」
と
が
明
確
に
区
別
で
き
る
と
い
う
立
論
の
成
立
を
想
起
さ
せ
る
。

’
一
一
後
述
す
る
よ
う
に
、
往
時
の
芸
術
観
の
影
響
を
受
け
て
当
時
の
法
理
論
は
、
昼
８
概
念
を
限
定
的
に
と
ら
え
て
い
た
。
そ
れ

に
よ
れ
ば
「
思
想
」
（
己
の
ロ
）
と
は
無
形
の
表
出
さ
れ
ざ
る
コ
ン
セ
プ
ト
（
三
ｓ
ご
館
三
の
目
の
〆
官
の
ｍ
の
①
Ｑ
８
ｐ
ｏ
の
ロ
）
で
あ
り
、
そ
れ

は
著
作
者
・
作
者
の
心
の
な
か
だ
け
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
丘
８
概
念
は
「
思
想
／
表
現
」
の
区
分
に
大
き
く
影
響
し
て
いく
枢
）

た
よ
う
で
あ
る
。
「
著
作
権
は
著
作
者
が
思
想
を
表
現
す
る
た
め
に
選
ん
だ
一
一
一
一
口
葉
の
特
定
の
配
列
だ
け
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
。

と
こ
ろ
が
こ
の
定
式
化
は
い
ま
で
は
崩
壊
し
て
い
る
。

著
作
権
法
の
保
護
対
象
は
、
著
作
者
の
「
思
想
」
（
己
の
四
）
そ
の
も
の
で
は
な
く
「
思
想
の
表
現
」
（
の
〆
官
の
の
の
】
・
ロ
・
｛
己
の
四
）
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
著
作
権
法
の
保
護
対
象
で
あ
る
「
表
現
」
概
念
に
つ
い
て
、
明
確
に
は
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
実
は
、
著
作
権
法
の

保
護
対
象
は
、
著
作
者
が
発
し
た
文
一
一
一
一
口
と
同
一
の
逐
語
的
文
言
（
の
門
口
。
（
三
・
ａ
の
）
に
、
現
在
で
は
限
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
に
は
、
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著作権と表現の自由の調整原理（一）

一
複
製
と
は
「
印
刷
、
写
真
、
複
写
、
録
音
、
録
画
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
有
形
的
に
再
製
す
る
こ
と
」
を
い
う
（
著
作
権
法
二

条
一
項
一
五
号
）
。
こ
の
複
製
概
念
を
巡
っ
て
は
二
つ
の
見
解
が
あ
る
。
こ
の
定
義
規
定
を
で
き
う
る
限
り
厳
格
に
理
解
し
よ
う
と
す

る
「
厳
格
説
」
と
、
著
作
権
法
の
他
の
条
文
と
平
灰
の
あ
う
よ
う
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
「
ゆ
る
や
か
説
」
で
あ
る
。

厳
格
説
に
よ
れ
ば
、
複
製
と
は
、
原
著
作
物
を
「
有
形
的
に
再
製
す
る
こ
と
」
に
限
ら
れ
る
。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
複
製
と
は
、
い

わ
ゆ
る
デ
ッ
ド
コ
ピ
ー
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
僅
か
な
改
変
で
も
そ
れ
は
翻
案
と
し
て
理
解
さ
れ
、
創
作
性
の
な
い

（
郷
）

改
変
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
複
製
に
含
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、
原
著
作
物
の
有
形
的
再
製
と
い
う
複
製
概
念
を
相
対
化
し
て
理
解
す
る
の
が
ゆ
る
や
か
説
の
眼
目
で
あ
る
。
こ
の
説

に
よ
れ
ば
、
創
作
性
の
な
い
改
変
は
な
お
複
製
の
範
囲
に
置
か
れ
、
改
変
に
創
作
性
が
認
め
ら
れ
て
は
じ
め
て
翻
案
と
し
て
理
解
さ
れ

著
作
権
法
で
〃
保
護
す
べ
き
表
現
〃
と
〃
保
護
す
べ
き
で
は
な
い
表
現
〃
と
を
区
別
す
る
、
規
範
的
判
断
が
介
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
節
で
取
り
上
げ
た
二
日
日
日
論
文
も
、
彼
の
法
理
論
を
敷
桁
し
て
き
た
合
衆
国
の
諸
判
例
も
、
な
に
が
保
護
さ
れ
る
べ
き
表
現

で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
な
に
も
語
っ
て
き
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
節
を
改
め
て
論
述
す
る
こ
と
に
す
る
（
第
三
節
）
。
そ

の
前
に
、
著
作
権
法
が
保
護
す
る
「
表
現
形
式
」
（
命
・
【
曰
・
命
の
〆
官
の
の
巴
・
ロ
）
に
つ
い
て
、
詳
述
す
る
必
要
が
あ
る
。

著
作
権
が
お
よ
ぶ
「
表
現
」
（
の
〆
官
の
⑦
の
】
・
ロ
）
は
、
逐
語
的
表
現
（
の
箇
臼
の
関
宮
①
の
の
】
・
ロ
）
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
。
本
節
の
考
察

は
こ
こ
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
。

１
複
製
概
念
か
ら

第
二
節
表
現
の
形
式
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論 説

（
価
）

で
は
一
一
次
的
著
作
物
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
原
著
作
物
の
著
作
者
は
、
彼
の
著
作
物
か
ら
派
生
し
た
著
作
物
で
あ
る
一
一
次
的
著
作
物

と
の
間
で
は
、
ど
の
よ
う
な
法
関
係
に
立
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

著
作
権
法
二
八
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
い
う
。

「
二
次
的
著
作
物
の
原
著
作
物
の
著
作
者
は
、
当
該
一
一
次
的
著
作
物
の
利
用
に
関
し
、
こ
の
款
に
規
定
す
る
権
利
で
当
該
一
一
次
的
著

作
物
の
著
作
者
が
有
す
る
も
の
と
同
一
の
種
類
の
権
利
を
専
有
す
る
」
。

（
蛆
）

〈
畑
）

こ
こ
で
一
一
次
的
著
作
物
に
は
、
当
該
一
一
次
的
著
作
者
と
原
著
作
物
の
著
作
者
と
の
著
作
権
が
「
併
存
」
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
こ
で
の
疑
問
は
、
二
次
的
著
作
物
に
つ
い
て
、
な
ぜ
原
著
作
者
の
著
作
権
ま
で
保
護
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
謎
解

著
作
権
が
認
め
ら
れ
る
。

両
説
の
法
的
効
果
と
し
て
の
相
違
は
、
創
作
性
の
な
い
改
変
を
、
翻
案
と
す
る
か
な
お
複
製
に
留
め
置
く
か
に
あ
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
創
作
性
の
な
い
改
変
は
、
著
作
権
法
上
の
保
護
客
体
で
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
現
行
著
作
権
法
は
創
作
性
の
な
い
改
変

に
関
す
る
法
規
定
を
も
た
な
い
こ
と
、
厳
格
説
の
よ
う
に
「
翻
案
」
の
な
か
に
創
作
性
の
な
い
改
変
ま
で
含
め
て
し
ま
う
こ
と
は
理
論

の
精
度
を
落
と
す
原
因
と
な
る
こ
と
な
ど
に
鑑
み
れ
ば
、
創
作
性
の
な
い
改
変
と
い
う
中
間
概
念
を
設
け
て
論
じ
る
実
益
に
欠
け
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
ゆ
る
や
か
説
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

（
旧
）

複
製
概
念
に
関
す
る
ゆ
る
や
か
説
に
よ
れ
ば
「
翻
案
」
と
は
「
創
作
性
の
あ
る
改
変
」
の
こ
と
で
あ
る
。

｜
｜
原
著
作
物
を
「
翻
案
す
る
こ
と
に
よ
り
創
作
し
た
著
作
物
」
の
こ
と
を
二
次
的
著
作
物
と
い
う
（
二
条
一
項
一
一
号
）
。
上
述

し
て
い
る
よ
う
に
「
翻
案
」
を
創
作
性
の
あ
る
改
変
の
こ
と
と
理
解
し
た
の
で
、
二
次
的
著
作
物
に
も
創
作
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に

（
桁
）

な
る
。
一
一
次
的
著
作
物
も
著
作
権
法
の
保
護
客
体
で
あ
る
。
換
言
す
る
と
、
一
一
次
的
著
作
物
の
著
作
者
に
も
、
当
該
著
作
物
に
関
す
る

（
州
）

る
こ
と
に
な
う
（
》
。
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著作権と表現の自由の調整原理（－）

｜
わ
た
し
の
研
究
室
の
机
の
上
に
あ
る
書
籍
は
、
高
名
な
Ａ
先
生
の
著
書
で
あ
る
。
Ａ
先
生
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の

有
体
物
に
は
わ
た
し
の
所
有
権
が
及
ん
で
い
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
書
籍
は
、
Ａ
先
生
の
「
著
作
物
と
し
て
の
表
現
」
を
有
形
化
し
た
も
の
と
も
い
え
る
。
そ
の
著
作
物
と
し
て
の
表
現

は
、
Ａ
先
生
の
思
想
お
よ
び
感
情
が
外
部
に
表
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
非
物
質
的
な
存
在
に
わ
た
し
の
所
有
権
は
及
ば
な
い
。

で
は
、
Ａ
先
生
の
所
有
権
は
及
ぶ
の
で
あ
ろ
う
か
。

著
作
物
と
し
て
の
表
現
は
、
著
作
物
の
「
内
容
」
と
そ
れ
を
外
部
に
表
出
す
る
た
め
に
と
ら
れ
た
「
形
式
」
に
、
概
念
上
区
別
で
き

（
兜
）

る
。
こ
の
概
念
上
の
区
別
に
最
初
に
気
づ
い
た
の
が
Ｊ
・
フ
ィ
ヒ
テ
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
一
七
九
一
年
に
物
し
た
「
書
物
再
版
の
不
当

（
師
）

性
の
証
明
」
の
中
で
、
制
作
者
の
国
の
、
【
】
【
命
が
定
め
ら
れ
て
い
る
句
・
円
日
を
、
制
作
者
の
所
有
に
帰
す
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

著
作
・
作
品
（
言
の
号
）
の
な
か
に
制
作
者
に
固
有
の
も
の
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
た
フ
ィ
ヒ

（
副
）

テ
の
功
績
は
大
き
い
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
彼
の
議
論
は
、
著
作
物
と
し
て
の
表
現
を
「
形
式
」
と
「
内
容
」
に
あ
ま
り
に
も
単
純
に

（
錨
）

分
け
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
欠
点
が
あ
っ
た
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
批
判
の
要
諦
を
、
半
田
正
夫
は
、

以
下
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。

き
は
原
著
作
物
の
翻
案
が
二
次
的
著
作
物
で
あ
る
と
い
う
と
き
の
、
「
翻
案
」
の
捉
え
方
に
あ
る
。
多
く
の
著
作
権
法
概
説
書
に
は
以

下
の
よ
う
な
記
述
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
翻
案
と
は
：
…
・
原
著
作
物
の
内
面
的
な
表
現
を
維
持
し
つ
つ
、
外
面
的
な
表
現
を
変
更

（
卯
）

（
則
）

す
る
こ
と
を
指
す
」
、
「
既
存
の
著
作
物
の
内
面
形
式
は
維
持
し
な
が
ら
、
外
面
形
式
を
大
幅
に
変
更
す
る
こ
と
を
い
う
」
。

著
作
物
の
表
現
の
「
外
面
的
形
式
」
／
「
内
面
的
形
式
」
と
は
な
に
か
。

２
表
現
の
外
面
的
形
式
／
内
面
的
形
式

1５（熊本法学116号'0９



論 説

表
現
の
「
外
面
的
形
式
」
と
は
、
あ
る
論
者
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
著
作
者
の
思
想
を
文
字
、
言
語
、
色
、
音
等
の
他
人
に
よ
っ
て

〈
印
）

知
覚
さ
れ
う
る
媒
介
物
を
通
し
て
客
観
的
存
在
た
ら
し
め
る
外
部
的
構
成
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
通
常
の
用
語
と
し
て
「
表
現
」

と
呼
ん
で
い
る
、
外
部
に
現
れ
た
客
観
視
で
き
る
構
成
の
こ
と
で
あ
る
。

表
現
の
「
内
面
的
形
式
」
と
は
、
同
じ
論
者
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
二
外
面
的
形
式
』
に
対
応
し
て
著
作
者
の
内
心
に
一
定
の
秩
序

（
”
）

を
も
っ
て
形
成
さ
れ
る
思
想
の
体
系
」
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
別
の
論
者
は
「
外
面
的
表
現
の
背
後
に
あ
る
表
現
の
流
れ
、
あ
る
い

（
”
）

〈
帥
）

は
表
現
の
た
め
の
詳
細
な
構
成
」
と
の
表
現
で
、
「
著
作
物
の
思
想
感
情
の
体
系
」
を
指
す
こ
の
概
念
を
説
明
し
て
い
る
。

表
現
形
式
を
外
面
的
形
式
と
内
面
的
形
式
に
区
分
し
た
と
こ
ろ
で
、
重
要
な
一
言
を
述
べ
よ
う
。
著
作
権
法
で
保
護
さ
れ
る
「
表
現
」

（
の
吾
【
の
の
四
・
口
）
は
、
外
面
的
形
式
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
。

（
印
）

著
作
権
法
で
保
護
さ
れ
る
の
は
、
外
面
的
表
現
形
式
と
、
そ
の
保
護
に
必
要
な
範
囲
に
お
け
る
内
面
的
表
現
形
式
で
あ
る
。
「
創
作

的
な
外
面
的
表
現
に
対
す
る
法
的
保
護
を
全
う
す
る
た
め
に
は
、
外
面
的
表
現
の
背
後
に
あ
る
表
現
の
流
れ
、
あ
る
い
は
表
現
の
た
め

二
表
現
を
「
形
式
」
と

る
理
論
の
礎
を
な
し
て
い
る
。

こ
れ
で
は
著
作
物
と
い
う
概
念
は
、
著
作
権
法
の
保
護
客
体
と
し
て
、
無
価
値
に
帰
す
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
で
は
先
述
し
た

「
創
作
性
の
な
い
改
変
」
を
新
規
著
作
物
と
し
て
、
ま
た
は
少
な
く
と
も
二
次
的
著
作
物
の
産
出
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら

で
あ
る
。

（
記
）

保
護
し
な
け
れ
ば
鬼
捗
ら
な
い
」
。

「
フ
ィ
ヒ
テ
の
ご
と
く
著
作
物
の
外
部
的
な
『
形
式
』
だ
け
が
保
護
さ
れ
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
た
と
え
著
作
物
の
同
一
性
が
認
め

ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
多
少
順
序
・
配
列
を
変
え
異
な
る
『
形
式
」
を
使
用
す
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
著
作
物
と
し
て

「
内
容
」
に
区
分
す
る
理
論
は
、
表
現
形
式
を
さ
ら
に
「
外
面
的
形
式
」
と
「
内
面
的
形
式
」
に
区
分
す
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著作権と表現の自由の調整原理（一）

こ
の
見
解
を
下
敷
き
に
、
二
次
的
著
作
物
に
関
す
る
著
作
権
の
併
存
状
況
を
説
明
す
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
ま
ず
二
次
的

著
作
物
の
著
作
者
に
当
該
著
作
物
に
対
す
る
著
作
権
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
疑
義
は
な
か
ろ
う
。
二
次
的
著
作
物
も
創
作
的
表
現
行
為

で
あ
り
、
そ
こ
に
は
著
作
権
の
保
護
客
体
の
要
件
と
い
え
る
創
作
性
が
具
備
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
二
次
的
著
作
物
に
対
す

る
原
著
作
者
の
著
作
権
は
ど
う
か
。
上
記
引
用
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
原
著
作
物
の
表
現
が
残
留
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
原
著
作
物

（
髄
）

の
著
作
者
に
も
一
一
次
的
著
作
物
に
つ
い
て
の
著
作
権
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

本
節
冒
頭
で
は
複
製
概
念
に
つ
い
て
の
一
一
つ
の
理
解
を
検
討
し
た
。
そ
こ
で
は
原
著
作
物
を
ゴ
○
二
‐
｛
・
【
‐
弓
・
ａ
』
曰
の
‐
氏
○
二
曰
の
に

再
製
す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
原
著
作
物
に
創
作
性
の
な
い
改
変
を
加
え
る
こ
と
も
複
製
の
範
囲
に
留
め
置
か
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

著
作
権
法
は
、
著
作
者
に
翻
案
権
を
認
め
て
い
る
（
二
七
条
）
。
こ
れ
は
、
著
作
物
に
翻
案
行
為
を
認
め
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
当

該
著
作
物
の
著
作
者
に
決
定
権
を
付
与
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
な
ぜ
法
は
こ
の
よ
う
な
規
定
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
翻
案
行
為
を
著
作
者
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
よ
い
の
は
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
野
一
色
勲
は
、
以
下
の
よ
う
な
解
法
を
提
示
し
て
い
る
。

「
翻
案
権
を
著
作
者
の
権
利
の
一
つ
と
し
て
掲
げ
、
翻
案
行
為
を
著
作
権
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
服
せ
し
め
る
理
由
は
、
外
面
的
表
現

に
対
し
て
創
作
的
改
変
が
加
え
ら
れ
て
も
直
ち
に
新
た
な
著
作
物
が
作
ら
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
に
、
原
著
作
物
の
表
現
が
残
留
し

（
腿
）

の
詳
細
な
構
成
を
ｊ
、
）
保
護
す
る
必
要
が
認
め
ら
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
さ
き
ほ
ど
少
し
議
論
し
た
一
一
次
的
箸

（
い
）

作
物
は
、
内
面
的
表
現
形
式
を
維
持
し
つ
つ
外
面
的
表
現
形
式
の
み
を
変
更
し
た
ｊ
Ｄ
の
と
い
え
る
。

’
一
一
で
は
そ
ろ
そ
ろ
、
な
ぜ
二
次
的
著
作
物
に
は
、
そ
の
著
作
者
の
著
作
権
と
と
も
に
、
原
著
作
者
の
著
作
権
が
併
存
す
る
の
か
に

つ
い
て
探
究
し
て
み
よ
う
。

（
Ｍ
）

て
い
Ｚ
句
か
ら
で
あ
る
」
。
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論 説

一
後
続
著
作
物
が
先
行
著
作
物
の
翻
案
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
れ
ば
、
先
行
著
作
物
が
原
著
作
物
の
地
位
を
獲
得
し
、
後
続
著
作
物

は
原
著
作
物
の
著
作
者
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
う
け
る
（
二
七
条
）
。

〈
、
）

平
成
六
年
一
一
一
月
一
一
一
二
日
に
東
京
地
裁
は
「
ぼ
く
の
ス
カ
ー
ト
」
事
件
と
称
さ
れ
る
事
案
に
判
決
を
下
し
て
い
る
。
原
告
の
著
し
た
脚

本
と
被
告
の
Ｔ
Ｖ
ド
ラ
マ
の
脚
本
の
類
似
性
が
争
わ
れ
た
本
件
の
裁
判
書
の
な
か
で
「
翻
案
」
概
念
を
詳
述
し
て
い
る
部
分
を
引
用
し

て
み
よ
う
。

ま
た
創
作
性
の
あ
る
改
変
を
翻
案
と
す
る
こ
と
も
す
で
に
論
述
し
て
い
る
。
複
製
は
原
著
作
物
の
有
形
的
再
製
で
あ
り
、
翻
案
に
は
原

著
作
物
の
表
現
の
残
留
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
理
由
で
、
原
著
作
物
の
著
作
者
の
著
作
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
で
は
ど
の
段

階
に
な
る
と
、
原
著
作
物
の
著
作
者
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
か
ら
離
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
新
著
作
物
」
が
生
成
さ
れ
た
と
き
で

あ
る
。
翻
案
か
ら
新
著
作
物
生
成
の
漸
次
的
移
行
（
四
＆
畳
。
ご
）
を
、
先
述
の
野
一
色
は
、
以
下
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

「
改
変
や
増
減
修
正
の
創
作
性
の
度
合
が
大
き
く
な
る
に
つ
れ
、
表
現
に
お
け
る
原
著
作
物
の
残
留
の
度
合
は
薄
く
な
り
、
表
現
に

（
師
）

原
著
作
物
の
残
留
が
無
く
な
っ
た
段
階
で
新
著
作
物
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
」
。

翻
案
か
、
そ
れ
と
も
、
別
著
作
物
か
。
こ
の
境
界
線
は
奈
辺
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

弓
翻
案
』
と
は
、
翻
訳
、
編
曲
、
変
形
、
脚
色
又
は
映
画
化
と
同
じ
よ
う
に
、
い
ず
れ
か
一
方
の
作
品
に
接
し
た
と
き
、
接
し
た

当
該
作
品
の
ス
ト
ー
リ
ー
や
メ
ロ
デ
ィ
等
の
基
本
的
な
内
容
と
、
他
方
の
作
品
の
そ
れ
と
の
同
一
性
に
思
い
至
る
程
度
に
当
該
著
作

物
の
基
本
的
な
内
容
が
同
一
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
本
件
の
よ
う
な
ド
ラ
マ
や
そ
の
脚
本
に
お
い
て

は
、
主
題
、
ス
ト
ー
リ
ー
、
作
品
の
性
格
等
の
基
本
的
な
内
容
が
類
似
す
る
こ
と
を
要
す
る
」
。

３
先
行
著
作
物
と
後
続
著
作
物
と
の
関
係
翻
案
そ
れ
と
も
別
著
作
物
？
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著作権と表現の自由の調整原理（一）

（
的
）

と
こ
ろ
で
こ
の
翻
案
性
判
定
基
準
の
一
一
要
件
に
該
当
す
る
か
否
か
は
、
と
ど
の
つ
ま
ｈ
ソ
、
「
平
均
人
の
感
性
ま
た
は
悟
性
」
を
基
準

（
わ
）

に
判
断
ぺ
こ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
原
著
作
物
特
定
の
成
否
は
、
作
品
内
容
の
同
一
類
似
性
の
有
無
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、

先
行
著
作
物
と
後
続
著
作
物
と
の
同
一
類
似
性
の
有
無
と
い
う
相
対
的
概
念
を
、
客
観
性
が
擬
制
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
「
平
均
人
の

感
性
ま
た
は
悟
性
」
と
い
う
相
対
的
基
準
で
判
定
す
る
こ
と
に
、
ど
れ
だ
け
合
理
性
が
期
待
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
ぼ
く
の
ス
カ
ー
ト
」
事
件
で
争
わ
れ
た
の
は
Ｔ
Ｖ
ド
ラ
マ
な
ど
の
脚
本
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
翻
案
か
、
そ
れ
と
も
、
別
著
作
物

で
あ
る
か
の
判
定
は
、
ま
た
著
作
物
の
性
格
を
勘
案
し
な
が
ら
探
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
記
東
京
地
裁
の
裁
判
書
は
、
先
行

著
作
物
と
後
続
著
作
物
の
関
係
が
翻
案
と
別
著
作
物
を
色
分
け
る
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
奈
辺
に
あ
る
の
か
を
判
定
す
る
基
準
を
、
幾
ば

く
か
で
も
示
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
一
同
様
の
思
考
法
は
合
衆
国
に
お
い
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
戯
曲
シ
ロ
の
》
の
三
呂
冗
・
の
①
の
著
者
が
劇
映
画
目
す
の
○
・
声
の
ロ
の

ロ
己
言
①
【
の
］
一
『
の
の
制
作
会
社
を
相
手
取
っ
て
、
当
該
劇
映
画
は
自
己
の
著
作
物
を
無
断
で
借
用
し
た
も
の
（
ご
丙
の
ロ
ヰ
・
ロ
ー
芹
）

（
、
）

で
あ
る
と
訴
え
た
事
案
で
、
第
一
一
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
、
有
名
な
以
下
の
裁
判
書
を
提
示
し
て
い
る
。

「
ど
の
著
作
物
で
も
そ
う
だ
が
、
と
く
に
演
劇
に
つ
い
て
は
、
付
随
的
な
も
の
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
取
り
除
い
て
い
く
と
、
高
度
の
一
般

本
件
で
東
京
地
裁
は
、
両
作
品
の
設
定
を
抽
象
化
し
て
示
せ
ば
、
両
作
品
に
接
す
る
者
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
か
一
方
に
触
れ
た
と

き
他
方
の
存
在
を
想
起
す
る
場
合
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
「
単
に
抽
象
化
さ
れ
た
設
定
が
同
一
な
い
し
類
似
で
あ
っ

た
り
、
単
に
、
一
方
の
作
品
に
接
し
た
と
き
に
他
方
の
作
品
の
存
在
を
思
い
浮
か
べ
う
る
と
い
っ
た
程
度
で
は
、
翻
案
し
た
も
の
と
い

う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
て
、
後
続
著
作
物
が
先
行
著
作
物
の
翻
案
で
あ
る
か
否
か
の
判
定
基
準
と
し
て
、
二
つ
の
要
件
が
あ
る
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
第
一
の
要
件
が
両
作
品
の
「
内
容
の
同
一
類
似
性
」
で
あ
る
。
第
二
の
要
件
が
「
原
著
作
物
特
定

（
船
）

可
能
性
」
で
あ
う
○
。
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論 説

四
四
己
裁
判
官
は
、
同
裁
判
書
の
な
か
で
、
著
作
権
の
客
体
は
「
逐
語
的
テ
キ
ス
ト
に
限
定
さ
れ
な
い
」
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。

〈
ね
）

な
ぜ
な
ら
「
さ
も
な
け
れ
ば
僅
か
な
変
更
で
剰
窃
者
は
［
著
作
権
侵
害
を
］
の
が
れ
ら
れ
る
」
か
ら
で
あ
る
。

著
作
権
の
客
体
が
逐
語
的
な
表
現
に
限
定
さ
れ
な
い
と
し
て
も
、
そ
こ
に
思
想
そ
れ
自
体
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、

ど
こ
か
に
法
上
保
護
さ
れ
な
い
「
思
想
そ
れ
自
体
」
と
保
護
さ
れ
る
「
思
想
の
表
現
」
を
分
か
つ
境
界
線
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

（
河
）

西
口
＆
裁
判
官
は
「
そ
の
境
界
線
を
確
定
で
き
た
人
は
誰
も
い
な
い
」
と
し
な
が
ら
も
、
原
作
品
全
体
の
抽
象
化
の
過
程
に
お
い
て

「
も
は
や
保
護
さ
れ
な
い
と
い
う
地
点
」
（
言
苣
の
【
の
Ｓ
の
ご
ｐ
Ｈ
の
ロ
・
｝
・
口
、
の
［
ロ
・
（
の
。
｛
＆
）
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
て
「
保
護
さ
れ
な
い
も
の
」
と
「
保
護
さ
れ
る
も
の
」
の
境
界
線
が
両
者
間
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
奈
辺
に
あ
る
の
か
を
求
め
る

出
口
＆
裁
判
官
の
試
み
の
成
否
は
、
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
論
者
は
、
「
思
想
／
表
現
」
の
境
界
線
を
求
め
た

出
口
己
裁
判
官
の
試
み
に
つ
い
て
、
皮
肉
な
こ
と
だ
が
、
以
下
の
よ
う
に
い
う
。
「
国
四
＆
裁
判
官
が
二
ｓ
。
］
の
判
決
で
明
ら
か
に
し｛一ｍ）

た
こ
と
は
、
こ
こ
ま
で
が
思
想
で
こ
こ
か
ら
が
表
現
で
あ
る
と
正
確
に
断
定
で
き
る
い
か
な
る
点
も
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
。

「
思
想
／
表
現
」
の
境
界
線
を
求
め
よ
う
と
し
た
四
四
三
裁
判
官
の
試
み
は
、
結
局
は
、
両
概
念
を
定
義
す
る
こ
と
の
困
難
性
に

呼
ん
で
い
る
。

田
・
西
口
＆
裁
判
官
の
「
思
想
の
表
現
」
部
分
を
探
究
す
る
こ
の
試
み
を
、
後
世
は
「
抽
象
化
テ
ス
ト
」
（
＆
の
（
日
呂
・
ロ
の
（
の
の
芹
）
と

彼
の
表
現
（（
ね
）

て
し
ま
う
」
。

性
を
も
つ
多
く
の
パ
タ
ー
ン
が
見
つ
か
る
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
は
そ
の
演
劇
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
と
い
う
非
常
に
高
度
に
一

般
化
さ
れ
た
言
明
し
か
残
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
タ
イ
ト
ル
だ
け
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
一
連
の

こ
の
抽
象
化
過
程
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
は
も
は
や
保
護
さ
れ
な
い
と
い
う
地
点
が
存
在
し
て
い
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
劇
作
家
は
、

彼
の
表
現
（
の
壱
【
の
の
の
】
・
ロ
）
を
除
い
て
、
彼
の
権
利
が
及
ぶ
は
ず
の
な
い
『
思
想
』
（
丘
の
ロ
の
）
の
使
用
を
妨
害
で
き
る
こ
と
に
な
っ

(熊本法学116号'09）２０



著作権と表現の自由の調整原理（一）

た
だ
こ
こ
で
も
こ
の
パ
タ
ー
ン
の
外
延
を
求
め
る
規
準
は
依
然
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
で
は
、
基
本
的
思
想
の
表（
帥
）

現
の
た
め
に
は
も
は
や
必
須
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
部
分
が
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
奈
辺
か
ら
は
じ
ま
る
の
か
、
判
定
不
能
で
あ
る
。

本
項
で
は
翻
案
／
別
著
作
物
の
境
界
線
を
求
め
る
試
み
を
瞥
見
し
て
き
た
。
こ
の
問
題
の
発
生
因
は
、
著
作
権
が
お
よ
ぶ
「
表
現
」

が
逐
語
的
表
現
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
。
先
行
著
作
物
の
表
現
が
ど
の
程
度
の
残
留
を
見
せ
れ
ば
、
後
続
著
作
物
は
翻
案

と
さ
れ
、
ど
の
程
度
の
霧
散
を
も
っ
て
そ
れ
は
別
著
作
物
と
な
る
の
か
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
「
思
想
／

表
現
」
の
境
界
線
の
在
処
を
探
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

あ
り
、
そ
れ
〈

と
思
わ
れ
る
。

絡
め
取
ら
れ
て
、
不
首
尾
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
後
に
西
目
ロ
裁
判
官
が
「
抽
象
化
テ
ス
ト
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ

う
に
心
情
を
吐
露
し
て
い
る
こ
と
も
よ
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
「
権
利
侵
害
を
め
ぐ
る
そ
の
テ
ス
ト
は
、
必
然
的
に
暖
昧
と
な
り
…
…

（
布
）

判
定
は
そ
の
た
め
に
不
可
避
的
に
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」
。

｜
｜
｜
こ
の
他
に
も
一
一
一
一
口
語
に
よ
る
著
作
物
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
は
、
国
・
○
冨
命
の
①
の
「
パ
タ
ー
ン
・
テ
ス
ト
」
（
宮
茸
の
曰
斤
の
の
｛
）
も
、

（
両
）

「
思
想
／
表
現
」
の
境
界
線
を
求
め
る
試
み
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
「
著
作
者
の
思
想
と
彼
が
書
き
記
し
た
正
確
な
形
式

（
犯
）

（
ご
局
の
。
】
の
①
【
・
吋
日
）
と
の
間
の
ど
こ
か
に
そ
の
線
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
」
と
の
一
一
一
一
口
明
に
続
け
て
、
以
下
の
よ
う
に
い
う
。

「
［
著
作
権
の
］
保
護
は
、
出
来
事
の
因
果
的
連
鎖
（
の
①
ｐ
こ
の
口
・
の
）
や
登
場
人
物
た
ち
の
や
り
取
り
の
展
開
な
ど
と
い
っ
た
…
…
箸

（
ね
）

作
物
の
『
パ
タ
ー
ン
』
（
ロ
ロ
ヰ
の
目
）
ま
で
含
ま
れ
て
い
る
」
。

著
作
物
の
思
想
を
コ
ピ
ー
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
登
場
人
物
や
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
若
干
の
類
似
性

は
避
け
ら
れ
な
い
。
そ
う
な
ら
ば
、
著
作
物
の
思
想
と
そ
れ
に
付
随
す
る
。
冨
国
。
（
の
【
の
目
Ｑ
の
】
三
畳
・
ロ
は
、
思
想
の
パ
タ
ー
ン
で

あ
り
、
そ
れ
ら
の
コ
ピ
ー
も
許
容
さ
れ
る
。
○
冨
苛
の
の
パ
タ
ー
ン
・
テ
ス
ト
の
着
想
は
、
こ
の
こ
と
を
定
式
化
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
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論 説

思
想
そ
れ
自
体
を
著
作
権
法
は
保
護
し
て
い
な
い
。
著
作
権
法
の
保
護
客
体
た
る
た
め
に
は
、
思
想
が
具
体
的
な
表
現
の
形
式
を
備

え
た
も
の
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
述
し
て
い
る
よ
う
に
、
著
作
権
法
理
論
は
、
法
上
保
護
さ
れ
る
表
現
を
「
外
面
的
表

現
」
に
限
定
し
て
い
な
い
。
表
現
を
「
外
面
的
形
式
」
と
「
内
面
的
形
式
」
に
概
念
上
区
別
し
、
前
者
ば
か
り
で
な
く
後
者
の
残
留
を

も
、
著
作
権
保
護
の
契
機
と
し
て
認
め
て
き
て
い
る
。
二
次
的
著
作
物
に
著
作
権
が
併
存
す
る
の
は
、
こ
の
理
屈
に
拠
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
著
作
権
が
〃
保
護
さ
れ
な
い
思
想
／
保
護
さ
れ
る
表
現
〃
と
い
う
区
別
に
つ
い
て
、
中
山
信
弘
は
以
下
の
よ
う
に
評
し

て
い
る
。
い
わ
く
「
一
見
麗
し
い
分
類
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
所
詮
は
言
葉
の
遊
び
に
す
ぎ
ず
、
思
想
と
表
現
の
線
引
き
の
判
断
基
準

（
肌
）

と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
機
能
し
な
い
」
。
こ
の
線
引
き
は
、
要
は
「
保
護
す
べ
き
で
な
い
領
域
を
思
想
と
し
、
保
護
す
べ
き
領
域
を
表
現

〈
卵
）

と
結
茎
”
づ
け
て
い
る
」
だ
け
で
、
著
作
権
保
護
の
有
無
を
判
断
す
る
基
準
と
し
て
は
「
余
り
に
荘
漠
と
し
す
ぎ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

「
思
想
／
表
現
」
の
線
引
き
に
客
観
性
が
失
わ
れ
た
の
は
い
つ
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
な
に
に
基
因
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
師
）

た
し
か
著
作
権
に
関
す
る
初
期
の
〈
ロ
衆
国
判
例
は
、
翻
訳
で
す
ら
、
新
規
著
作
物
と
同
視
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
翻

訳
は
原
著
作
物
の
著
作
権
者
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
法
上
「
保
護
さ
れ
る
も
の
」
は
客
観
的
で
あ
っ

「
思
想
／
表
現
二
分
法
」
は
、
著
作
権
法
に
よ
り
「
保
護
さ
れ
る
も
の
」
を
「
表
現
」
（
の
ご
『
の
の
巴
。
ご
）
と
よ
び
「
保
護
さ
れ
な
い

も
の
」
を
「
思
想
」
（
ご
Ｂ
）
と
よ
ぶ
、
純
理
論
的
な
構
造
を
内
含
し
て
い
る
。
こ
の
線
引
き
の
客
観
性
の
有
無
を
判
定
す
る
の
が
本

節
の
課
題
で
あ
る
。

１
総
説

第
三
節
保
護
さ
れ
る
も
の
／
保
護
さ
れ
な
い
も
の

(熊本法学116号'09）２２



著作権と表現の自由の調整原理（－）

と
こ
ろ
で
、
著
作
権
法
上
保
護
さ
れ
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
「
思
想
」
が
な
ん
で
あ
る
の
か
を
探
究
す
る
こ
こ
ろ
み
も
あ
っ
た
。
と

こ
ろ
が
そ
の
サ
ブ
・
カ
テ
ゴ
リ
の
保
護
適
格
性
（
宮
・
←
の
○
百
亘
三
『
）
を
め
ぐ
る
裁
判
所
の
混
乱
や
、
そ
の
あ
ま
り
に
も
場
当
た
り
的

な
判
定
か
ら
、
な
に
が
法
上
保
護
さ
れ
な
い
思
想
で
あ
る
の
か
を
め
ぐ
る
探
究
に
生
産
性
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
著
作
権
法
で
保
護
さ
れ
る
表
現
形
式
を
探
究
す
る
視
点
で
、
「
思
想
／
表
現
」
の
間
に
客
観
的
判
定
基
準
が
な

く
な
っ
た
経
緯
を
分
析
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
と
思
う
。
さ
ら
に
法
上
「
保
護
さ
れ
る
表
現
」
に
客
観
的
外
延
な
き
と
き
、
で
は

「
保
護
す
べ
き
表
現
」
の
定
式
に
つ
い
て
は
ど
う
構
成
す
れ
ば
よ
い
の
か
を
探
究
し
て
い
く
。

そ
れ
は
、

（
別
）

た
。
つ
ま
り
「
正
確
な
一
字
一
句
の
再
生
」
（
の
恩
・
芹
二
言
・
己
‐
命
・
［
‐
ゴ
・
ａ
・
［
言
の
‐
命
・
円
‐
｝
曰
の
『
の
ロ
・
ロ
ロ
三
・
口
）
の
み
が
禁
止
さ
れ
て

た
Ｃ
つ
ま
り
幸

い
た
の
で
あ
る
。

⑪
も
と
の
著
作
物
の
文
字
通
り
の
意
味
で
は
複
製
で
は
な
い
も
の
ま
で
権
利
侵
害
に
含
め
る
と
い
う
方
法
で
、
著
作
権
の
客
体
の

範
囲
を
拡
大
し
た
こ
と
。
回
す
。
＃
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
後
述
す
る
よ
う
な
、
芸
術
観
の
変
容
に
遠
因
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

②
増
え
続
け
る
非
一
一
一
一
口
語
の
著
作
物
の
変
種
を
法
適
用
の
範
囲
に
追
加
し
て
い
る
こ
と
。
産
業
革
命
以
降
、
言
語
著
作
物
の
派
生
的

産
物
の
市
場
が
生
成
ざ
れ
拡
張
さ
れ
て
い
る
。

以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
論
究
し
て
み
よ
う
。

ニ
ロ
ワ
・
＃
は
、
「
思
想
／
表
現
」
境
界
線
の
溶
解
が
、
芸
術
観
の
変
容
に
基
因
し
て
い
る
と
い
う
（
右
記
①
）
。

２
「
思
想
／
表
現
」
境
界
線
の
混
乱
原
因

（
開
）

冗
・
回
す
。
＃
は
「
思
想
／
表
現
」
境
界
線
が
不
分
明
に
．
な
っ
た
原
因
を
つ
ぎ
の
一
一
要
素
が
同
時
に
発
生
し
た
こ
と
に
見
て
い
る
。
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論 説

と
こ
ろ
が
こ
の
芸
術
観
は
、
一
九
世
紀
以
降
、
ロ
マ
ン
主
義
（
元
○
日
目
（
三
ｍ
目
）
の
強
い
抵
抗
に
あ
う
。
芸
術
観
に
お
け
る
ロ
マ

（
師
）

ン
派
の
見
解
の
特
徴
は
、
菱
云
術
を
、
感
情
や
個
性
を
反
映
さ
せ
た
作
者
の
自
己
表
現
と
し
て
捉
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
芸
術
観
は
、
芸
術
の
成
否
を
、
原
対
象
（
・
国
、
ご
巴
○
ケ
］
の
。
庁
）
と
の
関
係
で
は
か
る
こ
と
は
し
な
い
。
芸
術
を
感
性

の
発
露
と
す
る
こ
の
思
考
法
で
は
、
作
者
の
創
作
行
為
を
、
そ
の
「
外
面
的
形
式
」
に
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ロ
マ

ン
主
義
は
芸
術
を
有
形
の
客
観
的
形
象
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
創
作
的
表
現
は
そ
の
〃
表
出
さ
れ
た

も
の
そ
の
も
の
〃
に
限
定
さ
れ
な
い
の
で
、
著
作
権
の
保
護
客
体
も
、
そ
れ
に
応
じ
た
変
容
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

芸
術
観
の
変
容
は
、
著
作
権
の
保
護
客
体
を
〃
表
出
さ
れ
た
も
の
そ
の
も
の
〃
に
限
定
し
な
い
思
考
法
を
生
成
し
た
と
い
え
よ
う
。

外
面
的
表
現
形
式
だ
け
で
な
く
内
面
的
表
現
形
式
ま
で
「
保
護
さ
れ
る
表
現
」
で
あ
る
と
理
解
す
る
表
現
の
二
層
化
論
を
そ
こ
に
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
「
思
想
／
表
現
」
境
界
線
の
溶
解
現
象
が
こ
う
し
て
発
生
し
た
の
で
あ
る
。

為
の
す
べ
て
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
拳

い
て
の
古
典
的
見
解
（
・
｝
四
ｍ
の
】
８
］
「

囚
・
ロ
）
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
初
期
の
段
階
ま
で
は
、
な
に
が
優
れ
た
芸
術
作
品
（
ぬ
・
・
ロ
四
国
）
ま
た
は
優
れ
た
文
学
作
品
（
ぬ
。
。
□
｝
耳
‐

の
日
ご
【
の
）
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
客
観
的
基
準
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
当
時
に
お
い
て
は
、
芸
術
は
す
べ
て
実
在
（
局
の
巴
‐

芦
亘
）
の
模
造
（
旨
冨
（
】
・
ロ
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
「
優
れ
た
作
品
」
で
あ
る
か
否
か
も
、
制
作
者
が
普
遍
的
真

（
船
）

理
（
ロ
曰
く
の
円
の
四
二
日
（
す
の
）
や
自
然
（
目
庁
昌
の
）
を
い
か
に
正
確
に
模
倣
し
て
い
る
か
に
よ
り
は
か
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
芸
術
観
の
も
と
で
は
、
作
者
の
創
作
行
為
が
有
形
化
し
た
作
品
そ
の
も
の
が
、
芸
術
そ
の
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
作
者
の
創
作
的
表
現
の
外
延
は
容
易
に
判
別
可
能
で
あ
る
。
表
現
の
「
外
面
的
形
式
」
が
作
者
の
創
作
行

為
の
す
べ
て
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
著
作
者
の
創
作
的
表
現
を
保
護
す
る
と
い
う
著
作
権
法
の
文
脈
に
引
き
寄
せ
れ
ば
、
芸
術
観
に
つ

い
て
の
古
典
的
見
解
（
・
｝
四
ｍ
の
】
８
］
１
の
ョ
）
の
も
と
で
は
、
著
作
権
の
保
護
客
体
は
〃
表
出
さ
れ
た
そ
の
も
の
“
（
の
園
。
（
の
〆
官
の
の
‐
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著作権と表現の自由の調整原理（－）

少
な
く
と
も
一
八
世
紀
中
は
隆
盛
で
あ
っ
た
古
典
的
芸
術
観
の
思
潮
の
な
か
で
、
当
時
は
ま
だ
、
著
作
者
の
思
想
（
丘
８
）
は
、
特

定
の
外
面
的
形
式
や
様
式
の
な
か
だ
け
で
表
出
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
著
作
権
法
は
、
著
作
者
の
思
想
が
表

出
さ
れ
て
い
る
そ
の
形
式
や
様
式
の
再
製
（
８
三
日
、
）
だ
け
を
禁
じ
て
い
れ
ば
、
十
分
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
法
の
意
識

は
、
著
作
者
に
付
与
す
る
権
利
を
「
印
刷
、
重
刷
、
出
版
、
販
売
」
に
限
定
し
て
い
た
こ
と
に
、
明
確
に
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。

１
合
衆
国
で
は
一
九
○
九
年
の
法
改
正
ま
で
、
著
作
権
の
あ
る
著
作
物
（
８
二
国
、
三
の
ロ
ゴ
・
烏
の
）
の
異
な
る
媒
体
（
＆
魚
の
Ｈ
の
亘

（
列
）

日
の
□
旨
日
）
へ
の
変
形
（
百
四
口
の
｛
・
『
日
三
・
口
）
に
つ
い
て
、
実
に
限
定
的
な
制
限
し
か
施
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

連
邦
著
作
権
法
は
一
七
九
○
年
に
制
定
き
れ
て
い
る
。
そ
の
法
律
は
「
地
図
、
海
図
、
書
籍
」
の
著
作
者
の
み
に
、
当
該
著
作
物
の

（
別
）

「
印
刷
、
重
刷
、
出
版
、
販
売
」
の
権
利
だ
け
を
付
与
し
て
い
た
。

著
作
権
が
保
護
さ
れ
る
著
作
物
の
カ
テ
ゴ
リ
に
一
八
○
二
年
法
は
新
聞
・
雑
誌
等
（
で
国
三
の
）
を
含
め
て
い
る
。
但
し
、
そ
の
著
作

（
皿
）

者
に
与
え
ら
れ
た
権
利
は
、
一
七
九
○
年
法
で
規
定
さ
れ
て
い
た
「
印
刷
、
重
刷
、
出
版
、
販
売
」
に
限
定
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。

〈
卵
）

一
八
一
一
一
一
年
法
は
、
楽
曲
（
曰
巨
の
】
・
ロ
］
８
日
□
・
の
三
・
口
の
）
を
著
作
権
の
客
体
に
く
わ
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
そ
の
著
作

者
に
ま
だ
実
演
に
対
す
る
独
占
権
は
付
与
さ
れ
て
い
な
い
。
著
作
者
に
付
与
さ
れ
た
権
利
は
「
印
刷
、
重
刷
、
出
版
、
販
売
」
の
ま
ま

三
「
思
想
／
表
現
」
の
な
か
に
あ
る
境
界
線
の
溶
解
現
象
は
「
保
護
適
格
性
の
あ
る
著
作
物
の
カ
テ
ゴ
リ
が
拡
張
さ
れ
、
著
作
権

（
棚
）

者
に
与
え
ら
れ
た
権
利
の
範
囲
も
拡
大
さ
れ
て
い
く
」
潮
流
と
呼
応
し
て
も
い
る
（
Ｆ
】
す
。
茸
が
指
摘
し
た
②
に
つ
い
て
）
。

（
四
）

あ
る
論
者
は
「
著
作
権
法
の
歴
史
は
、
著
作
物
の
範
囲
の
拡
張
の
歴
史
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
」
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
〈
ロ
衆
国

の
著
作
権
法
の
歴
史
に
も
当
て
は
ま
り
そ
う
で
あ
る
。
合
衆
国
議
会
の
著
作
権
法
改
正
史
を
追
う
な
か
で
、
こ
の
こ
と
を
探
究
し
て
み

、ｒニエハノ○

で
あ
っ
た
。
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一
八
三
一
年
に
著
作
権
の
客
体
に
な
っ
た
楽
曲
に
つ
い
て
は
、
一
八
九
七
年
の
法
改
正
で
、
そ
の
実
演
権
ま
で
保
護
対
象
に
含
め
ら

（
ｗ
）

れ
て
い
る
（
楽
曲
の
実
演
は
こ
こ
に
来
て
、
著
作
権
者
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
服
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
）
。

上
記
し
た
こ
と
か
ら
、
一
九
世
紀
末
ま
で
に
は
、
物
理
的
形
体
（
ｂ
ど
の
】
○
四
罠
・
［
日
呉
）
の
正
確
な
再
製
（
三
の
日
］
○
・
三
曰
、
）
の

範
囲
を
超
え
て
、
著
作
権
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
解
る
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
そ
の
範
囲
は
限
定
的
だ
っ

た
（
表
現
物
を
制
作
す
る
こ
と
（
の
〆
の
○
三
旨
、
）
や
仕
上
げ
る
こ
と
（
帛
三
の
巨
晨
）
、
ま
た
、
実
演
す
る
こ
と
（
宮
三
・
℃
の
『
、
。
【
曰
‐

目
・
の
）
に
限
定
さ
れ
て
い
た
）
。
と
こ
ろ
が
一
九
○
九
年
法
で
連
邦
議
会
は
、
著
作
物
の
異
媒
体
間
で
の
変
形
に
対
す
る
よ
り
完
全
な

（
肥
）

ろ
独
占
権
を
、
著
作
権
者
に
付
与
し
て
い
る
。

（
師
）

保
呉
ご
せ
る
」
規
定
を
置
い
た
。

但
し
、
一
九
世
紀
も
中
盤
と
な
る
と
、
著
作
権
法
の
な
か
に
も
、
芸
術
観
に
つ
い
て
の
元
○
日
目
言
】
の
白
の
影
響
が
見
受
け
ら
れ
る

（
肌
）

よ
う
に
な
る
。
一
八
五
六
年
に
、
連
邦
議
会
は
、
著
作
権
保
持
者
の
権
利
の
性
質
を
、
徐
々
に
拡
張
し
は
じ
め
て
い
る
。

２
一
八
五
六
年
の
法
改
正
で
、
連
邦
議
会
は
、
著
作
権
の
客
体
に
演
劇
の
構
成
内
容
（
Ｑ
『
四
日
昌
・
８
日
ご
・
の
昼
・
ロ
）
を
含
め
て

い
る
。
当
該
法
律
は
、
演
劇
著
作
物
の
著
作
権
者
に
そ
の
「
実
演
、
上
演
、
再
演
に
対
す
る
独
占
権
」
を
与
え
る
と
同
時
に
、
「
何
れ

（
妬
）

か
の
舞
台
や
公
共
の
場
で
実
演
さ
れ
た
、
上
演
さ
れ
た
、
再
演
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
訴
訟
手
続
」
を
規
定
し
て
い
た
。
但
し
、

他
の
著
作
物
の
著
作
権
者
に
与
え
ら
れ
て
い
る
権
利
は
、
依
然
と
し
て
限
定
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
書
籍
の
ド

ラ
マ
化
や
翻
訳
は
、
な
お
、
著
作
権
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

一
八
七
○
年
に
は
、
絵
画
、
図
画
、
彫
刻
な
ど
の
美
術
的
作
品
が
、
著
作
権
の
新
し
い
客
体
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
著
作
権

者
に
は
著
作
物
に
対
す
る
「
印
刷
、
重
刷
、
出
版
、
完
全
な
複
製
、
制
作
、
仕
上
げ
、
販
売
」
の
独
占
権
が
与
え
ら
れ
た
。
ま
た
演
劇

著
作
物
の
実
演
・
再
演
に
つ
い
て
は
、
「
著
作
物
を
ド
ラ
マ
化
す
る
か
、
ま
た
、
翻
案
す
る
か
［
決
定
す
る
］
権
利
を
、
著
作
者
に
留
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上
述
し
た
こ
と
か
ら
一
九
○
九
年
法
は
、
著
作
権
が
そ
の
表
現
物
の
概
念
を
構
成
し
て
い
る
諸
要
素
（
８
口
８
℃
ご
ロ
｝
の
］
の
曰
の
三
の
）

ま
で
著
作
権
の
客
体
に
な
る
と
の
思
考
法
に
彩
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
覚
知
で
き
る
。
そ
こ
で
は
表
現
の
基
本
を
な
し
て
い
る
諸
要
素
を

異
な
る
媒
体
（
日
の
ｓ
巨
曰
）
や
様
式
（
｛
・
［
日
呉
）
に
変
形
（
（
『
目
の
｝
三
・
口
）
す
る
こ
と
ま
で
、
著
作
権
を
侵
害
す
る
も
の
と
評
価
さ

〈
皿
）

れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
○
・
○
・
］
］
曰
の
の
以
下
の
よ
う
な
要
約
は
正
鵠
を
得
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
著
作
権
の
客
体
が
文
字
ど

お
り
の
表
現
（
］
言
日
｝
の
壱
『
の
の
の
】
・
ロ
）
に
限
定
さ
れ
て
い
た
往
時
に
成
立
し
て
い
た
、
思
想
（
丘
の
ロ
の
）
は
著
作
権
の
客
体
で
は
な
い

と
い
う
著
作
権
の
原
則
は
、
時
代
遅
れ
で
退
化
し
た
（
・
す
の
○
三
の
）
と
い
え
る
。
新
し
い
法
律
か
ら
は
、
ド
ラ
マ
化
、
翻
訳
、
ま
た
は
、

（
肌
）

要
約
に
反
対
す
る
権
利
を
著
作
権
者
に
与
え
た
こ
と
で
、
事
実
上
、
田
心
想
の
使
用
を
防
止
す
る
効
果
が
生
成
さ
れ
て
い
る
。

映
画
、
レ
コ
ー
ド
、
ラ
ジ
オ
、
Ｔ
Ｖ
そ
の
他
の
映
像
・
音
声
送
信
技
術
や
視
聴
覚
収
録
技
術
の
発
達
、
お
よ
び
、
そ
れ
と
並
行
し
て

変
転
し
て
い
く
そ
れ
ら
を
取
り
巻
く
商
業
手
法
や
商
慣
行
に
対
応
し
よ
う
と
、
連
邦
議
会
は
必
死
に
著
作
権
法
制
を
洗
練
し
よ
う
と
し

３
一
九
○
九
年
法
は
、
著
作
権
で
保
護
さ
れ
た
著
作
物
（
８
二
国
、
三
①
ロ
ゴ
・
烏
の
）
を
異
な
る
形
態
（
ｍ
ｏ
Ｒ
Ｂ
臼
の
）
に
変
形
す
る

こ
と
に
対
す
る
排
他
的
権
利
（
の
〆
・
］
口
の
ゴ
の
『
信
二
）
を
著
作
権
者
に
付
与
し
て
い
る
。
こ
こ
で
た
と
え
ば
、
’
’
一
一
口
語
の
著
作
物
（
三
の
Ｈ
‐

ロ
ニ
ョ
・
『
丙
の
）
の
ド
ラ
マ
化
や
翻
訳
、
あ
る
い
は
「
そ
れ
ら
に
い
ず
れ
か
の
他
の
翻
案
を
す
る
こ
と
」
（
ご
曰
禺
の
四
三
・
三
の
『
ぐ
の
Ｈ
‐

〈
”
）

の
】
・
ロ
（
す
の
Ｈ
の
。
｛
）
ま
で
、
著
作
権
者
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
。
同
様
に
、
営
利
・
非
営
利
を
問
わ
ず
演
劇
作
品
の
実

（
川
）

漬
、
幸
曰
楽
作
品
や
非
演
劇
作
品
の
営
利
的
実
演
も
、
著
作
権
者
の
許
諾
を
要
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
一
九
○
九
年
法
の
か
］
（
巴
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
規
定
が
あ
る
。
楽
曲
の
著
作
権
を
も
つ
者
は
「
い
か
な
る
記
譜
シ
ス

テ
ム
を
用
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
［
楽
曲
］
や
主
旋
律
を
編
曲
す
る
こ
と
、
ま
た
、
い
か
な
る
録
音
形
式
に
拠
ろ
う
と
も
、
著
作
者
が

録
音
し
よ
う
し
た
思
想
（
言
・
信
二
）
や
そ
れ
を
解
釈
し
て
演
じ
た
り
複
製
し
た
り
す
る
こ
と
．
：
…
」
に
つ
い
て
排
他
的
権
利
を
有
す

るへ
０１０１

－〆
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四
ロ
ウ
・
茸
は
芸
術
観
の
変
容
と
著
作
権
の
客
体
（
８
二
国
、
亘
弓
・
【
丙
）
の
拡
張
に
、
「
思
想
／
表
現
」
の
境
界
が
溶
解
し
た
原

因
を
見
取
っ
て
い
た
。
「
も
と
の
著
作
物
（
・
『
垣
目
」
言
・
烏
）
か
ら
と
っ
た
形
式
（
｛
・
『
曰
）
か
ら
コ
ン
セ
プ
ト
（
８
口
・
の
宮
）
に
注

（
、
）

意
が
移
っ
て
か
ら
、
思
想
／
表
現
概
念
の
瓦
解
（
す
『
の
口
巨
・
ゴ
ロ
）
は
不
可
避
だ
っ
た
の
で
あ
る
」
。
こ
れ
が
彼
の
結
論
で
あ
る
。

「
思
想
／
表
現
」
の
境
界
線
は
溶
解
し
て
い
る
。
で
は
著
作
権
法
で
「
保
護
さ
れ
る
も
の
」
と
「
保
護
さ
れ
な
い
も
の
」
と
を
区
別

し
と
う
と
す
る
理
論
は
、
も
は
や
な
ん
の
規
準
も
定
立
で
き
な
い
空
論
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

対
応
可
能
な
法
理
論
で
あ
ろ
う
か
。

て
い
く
。
と
こ
ろ
が
、
そ
こ
に
顔
を
み
せ
は
じ
め
た
著
作
権
保
護
の
目
的
と
手
段
の
転
倒
に
絡
め
取
ら
れ
る
よ
う
に
、
著
作
権
と
表
現

の
自
由
を
め
ぐ
る
法
理
論
は
、
混
乱
の
状
況
下
に
そ
の
身
を
置
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

４
一
九
七
六
年
法
は
、
「
著
作
権
で
保
護
さ
れ
た
著
作
物
に
拠
っ
て
派
生
的
著
作
物
を
作
成
す
る
（
官
の
己
胃
の
）
権
利
」
を
著
作

権
者
に
独
占
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
と
く
に
銘
記
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
派
生
的
著
作
物
」
（
□
＆
ぐ
昌
ぐ
の
弓
・
『
丙
）
と
は

「
た
と
え
ば
、
翻
訳
、
編
曲
、
要
約
な
ど
、
ひ
と
つ
以
上
の
既
存
の
著
作
物
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
著
作
物
の
こ
と
で
、
改
作
、
変
形
、

（
肌
）

翻
案
そ
の
他
の
方
法
で
作
ら
れ
た
著
作
物
の
形
式
」
の
こ
と
で
あ
る
。

（
腿
）

現
在
で
は
異
媒
体
間
で
著
作
物
が
Ｑ
の
【
】
ぐ
皇
ぐ
の
さ
れ
て
い
る
。
創
作
的
表
現
は
「
作
品
を
伝
え
る
乗
り
物
」
を
変
え
な
が
ら
、
表

現
市
場
内
を
縦
横
無
尽
に
行
き
来
し
て
い
る
。
こ
の
状
況
を
踏
ま
え
た
著
作
権
保
護
の
考
え
方
が
、
一
九
七
六
年
法
で
は
、
一
般
化
さ

れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
「
近
年
の
法
に
よ
り
、
著
作
権
で
保
護
さ
れ
た
表
現
に
つ
い
て
誰
か
が
そ
の
意
味
を
と
り

（
ご
富
）
そ
れ
を
異
な
る
媒
体
に
変
形
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
著
作
権
で
保
護
さ
れ
た
（
先
行
）
著
作
物
と
本
質
的
に
類
似
し
て
い

（
脳
）

ろ
（
の
弓
の
（
目
冨
］
］
】
の
】
昌
一
ｐ
Ｈ
）
と
見
な
さ
れ
た
ら
い
つ
で
も
、
著
作
権
が
侵
害
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
」
。

「
思
想
／
表
現
二
分
法
」
は
、
表
現
さ
れ
た
も
の
（
の
こ
『
①
の
巴
・
ロ
）
が
そ
の
媒
体
を
変
え
な
が
ら
表
現
市
場
を
往
来
す
る
現
況
に
、
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二
従
来
か
ら
、
著
作
物
は
人
の
「
精
神
的
創
作
物
」
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
き
た
。
著
作
物
は
、
作
者
の
人
格
的
価
値
を
表
象
す
る

も
の
、
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
著
作
物
に
「
思
想
又
は
感
情
を
創
作
的
に
表
現
し
た
も
の
」
と
の
定
義
を
与

え
て
い
る
著
作
権
法
に
も
見
て
取
れ
る
（
二
条
一
項
一
号
）
。
そ
こ
に
い
う
「
創
作
的
」
と
は
、
一
般
に
は
、
創
作
者
の
個
性
や
独
創

性
の
現
れ
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
「
例
え
ば
富
士
山
自
体
は
事
実
で
あ
り
、
何
人
も
富
士
山
を
表
現
す
る
こ
と
の
独
占
は

で
き
な
い
が
、
富
士
山
を
描
い
た
絵
は
事
実
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
事
実
で
あ
る
富
士
山
の
描
き
方
に
画
家
の
思
想
・
感
情
が
注
入
さ

（
畑
）

れ
、
そ
の
結
果
、
具
体
的
な
絵
と
い
う
表
現
物
に
田
心
想
・
感
情
が
現
れ
て
い
る
た
め
著
作
物
た
り
う
る
」
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
は
、
創
作
者
と
著
作
物
の
結
び
付
き
が
極
め
て
強
い
著
作
権
法
制
度
が
、
設
定
ざ
れ
運
用
さ
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
そ

こ
で
は
著
作
物
の
創
作
性
に
人
格
的
要
素
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
理
論
構
造
に
変
化
が
生
じ
て
き
て
い
る
。

概
念
の
探
究
に
当
て
よ
う
と
思
う
。

一
つ
ぎ
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

著
作
権
法
で
「
保
護
さ
れ
る
も
の
」
を
「
表
現
」
（
の
〆
亘
の
ｍ
の
］
・
ロ
）
と
「
保
護
き
れ
な
い
も
の
」
を
「
思
想
」
（
こ
の
四
）
と
よ
ぶ

「
思
想
／
表
現
二
分
法
」
は
、
著
作
権
の
客
体
を
特
定
す
る
た
め
の
道
具
的
理
論
で
あ
る
。
こ
こ
で
探
究
さ
れ
る
べ
き
は
、
な
に
が
著

作
権
法
の
客
体
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
著
作
権
法
で
「
保
護
さ
れ
な
い
も
の
」
を
探
究
す
る
こ
と
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
生

産
的
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
網
羅
的
に
記
述
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
で
は
著
作
権
法
が
「
保
護
す
る
も
の
」
と
は
な
に
か
。

著
作
権
法
は
、
創
作
的
表
現
を
保
護
客
体
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
表
現
」
の
形
式
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
外
形
的
な
も
の
に
と

ど
ま
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
論
述
し
て
い
る
。
で
は
「
創
作
性
」
と
は
な
に
か
。
本
稿
は
、
残
さ
れ
た
紙
幅
を
、
創
作
性

３
「
表
現
の
選
択
の
幅
」
論
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（
伽
）

わ
が
国
の
著
作
権
法
は
、
昭
和
六
○
年
に
、
あ
る
決
定
的
な
方
向
転
換
を
示
し
て
い
る
。
同
年
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
お

よ
び
翌
六
一
年
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
著
作
権
の
客
体
に
含
め
た
法
改
正
は
「
人
格
的
要
素
と
い
う
意
味
で
の
創
作
性
の
程
度
が
低
い
も

（
Ⅷ
）

（
Ⅲ
）

の
」
ま
で
著
作
権
法
の
客
体
、
す
な
わ
ち
創
作
的
表
現
に
含
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
「
創
作
性
を
個
性
の
発
露
」

と
見
る
創
作
性
観
が
希
薄
化
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

創
作
性
概
念
に
新
基
軸
を
提
示
し
よ
う
と
し
て
、
あ
る
論
者
は
、
著
作
物
の
多
様
化
状
況
を
う
け
て
新
た
な
統
一
的
創
作
性
概
念
を

（
皿
）

模
索
－
」
て
い
る
。
新
た
な
創
作
性
概
念
を
見
て
み
よ
う
。

「
著
作
権
法
の
目
的
は
文
化
の
発
展
に
あ
る
が
（
一
条
）
…
…
著
作
権
法
の
構
造
か
ら
、
文
化
の
発
展
と
は
思
想
・
感
情
の
表
現
で

あ
る
情
報
の
豊
富
化
に
あ
る
…
…
。
情
報
の
豊
富
化
が
著
作
権
法
の
目
的
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
趣
旨
に
従
い
、
創
作
性
概

念
を
、
思
想
・
感
情
の
流
出
物
と
し
て
の
個
性
で
は
な
く
、
『
表
現
の
選
択
の
幅
』
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
即
ち
あ
る
作
品
に（
Ⅲ
）

著
作
権
を
付
与
し
て
ｊ
ｂ
、
な
お
他
の
者
に
は
創
作
を
行
う
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
創
作
性
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
」
。

こ
れ
を
要
約
す
る
な
ら
、
他
の
者
に
同
じ
こ
と
を
表
現
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
著
作
物
に
著
作
権
を
保
護
し

（
川
）

て
ｊ
Ｄ
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
創
作
性
を
「
表
現
の
選
択
の
幅
」
と
捉
え
て
、
こ
の
「
幅
」
が
あ
る
場
合
に
は
、
著
作
権
法
の
客

体
と
し
て
認
め
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
選
択
の
幅
」
の
あ
る
も
の
な
ら
、
た
と
え
著
作
権
者
に
独
占
的
利
用
権
を
付
与
し
た
と
し
て

も
、
そ
の
表
現
（
の
〆
宮
の
の
の
］
・
ロ
）
で
伝
え
よ
う
と
し
た
こ
と
は
別
の
表
現
（
・
弓
の
門
の
※
頁
の
ｍ
の
】
・
ロ
）
で
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ

か
ら
、
表
現
市
場
に
お
け
る
「
情
報
の
豊
富
化
」
へ
の
弊
害
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

｜
｜
｜
「
創
作
性
」
を
「
表
現
の
選
択
の
幅
」
と
再
構
成
す
る
こ
の
議
論
は
、
「
創
作
性
」
と
い
う
日
本
語
に
付
着
し
て
い
る
意
味
内

容
を
想
起
す
る
な
ら
、
若
干
の
違
和
感
を
覚
え
ず
に
は
お
か
な
い
。
た
だ
、
著
作
権
法
が
保
護
す
る
も
の
Ⅱ
「
表
現
」
（
の
壱
Ｈ
の
①
の
】
・
ロ
）

（
鵬
）

を
客
観
化
し
よ
う
と
す
る
そ
の
試
み
は
、
こ
れ
か
ら
確
実
に
洗
練
さ
れ
受
け
継
が
れ
て
い
く
ｊ
Ｄ
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
思
考
法
の
当
否
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（
Ⅲ
）

「
完
全
な
る
同
義
語
は
、
す
べ
て
の
セ
ン
テ
ン
ス
で
相
互
交
換
可
能
性
を
示
す
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
表
現
行
為

の
効
果
は
、
表
出
者
と
受
領
者
と
い
う
実
存
間
で
の
相
互
作
用
の
な
か
に
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
感
性
の
作
用
を
受
け
る
で

あ
ろ
う
。
同
意
語
（
の
百
・
二
口
〕
・
口
の
三
・
ａ
の
）
の
有
効
性
も
、
そ
の
な
か
で
計
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
表
現
形
式
を
変
え
れ
ば
、

【
貝
冨
の
い
う
よ
う
に
、
そ
の
意
味
内
容
ま
で
変
わ
っ
て
し
ま
わ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

改
め
て
、
新
創
作
性
論
に
戻
る
と
、
そ
れ
は
「
表
現
の
選
択
の
幅
」
を
条
件
と
し
て
、
あ
る
表
現
の
独
占
を
是
認
し
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
、
同
じ
意
味
を
表
す
表
現
（
同
意
語
）
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
同
じ
表
現
効
果
を
も
た
ら
す
と
は
限
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
表
現
効
果
に
関
心
を
も
た
な
い
表
現
者
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
表
現
の
自
由
と
い
う
憲
法
理
論
は
、
表
出
者
が
ど
の
よ
う
な
表
現

の
形
式
を
用
い
て
表
現
行
為
に
従
事
す
る
か
に
つ
い
て
ま
で
、
自
由
に
選
択
で
き
る
と
す
る
法
理
論
で
は
な
か
っ
た
か
。

（
川
）

を
判
定
す
る
準
備
は
本
稿
に
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
若
干
の
疑
問
点
を
付
記
Ｉ
し
て
お
く
に
留
め
る
。

創
作
性
概
念
を
上
述
の
よ
う
に
転
換
し
た
と
し
て
も
、
や
は
り
あ
る
特
定
の
「
表
現
」
（
同
じ
意
味
を
表
す
た
め
に
「
選
択
の
幅
」

の
あ
る
表
現
）
の
無
断
利
用
は
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
表
現
の
形
式
と
そ
の
内
容
と
は
、
な
お
峻
別
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
区
分
論
は
、
は
た
し
て
成
立
さ
せ
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
表
現
さ
れ
た
内
容
は
、
そ
の

表
現
形
式
と
密
接
な
関
連
性
を
も
ち
な
が
ら
、
そ
の
受
領
者
の
も
と
を
訪
れ
て
は
い
ま
い
か
。
５
．
尻
目
百
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

「
著
作
物
の
形
式
と
内
容
と
を
明
確
に
分
離
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
話
し
方
は
話
し
た
内
容
と
き
ち
ん
と
分
離
す
る
こ
と
な
ど
で

き
な
い
の
で
あ
る
。
言
語
の
著
作
物
で
使
用
さ
れ
た
一
一
一
一
口
葉
を
変
え
れ
ば
、
そ
こ
で
言
わ
れ
た
内
容
の
意
味
あ
い
ま
で
変
え
て
し
ま
う

（
Ⅶ
）

で
あ
ろ
う
」
。
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収
敞
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

－
１
比
較
的
近
年
ま
で
、
著
作
権
法
が
表
現
行
為
を
制
約
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
の

原
因
を
旧
の
日
｝
ご
体
く
○
一
・
二
は
一
二
項
目
に
わ
た
っ
て
詳
述
し
て
い
た
（
は
じ
め
に
一
一
参
照
）
。

と
こ
ろ
が
著
作
権
法
は
、
何
を
言
っ
た
か
に
よ
っ
て
、
法
律
上
の
責
任
を
負
わ
す
（
言
巨
①
）
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
表
現
さ
れ
た

｛
川
）

こ
と
そ
れ
自
体
を
、
権
利
侵
害
の
要
因
（
の
｝
の
曰
の
ロ
｛
・
帛
弓
の
。
【
【
の
ロ
の
①
）
と
理
解
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
の
点
を
注
視
し
て
、
著

作
権
保
護
を
表
現
の
自
由
論
の
重
要
な
論
点
と
し
て
構
成
し
よ
う
と
試
み
て
き
た
。
冒
頭
で
展
開
し
た
（
○
三
・
口
の
巴
の
①
Ｓ
論
は
、
著

作
権
保
護
を
、
憲
法
学
の
伝
統
的
分
析
枠
組
で
論
述
す
る
た
め
の
準
備
作
業
で
あ
る
（
「
は
じ
め
に
」
参
照
）
。

２
合
衆
国
最
高
裁
は
、
著
作
権
と
表
現
の
自
由
と
が
対
立
し
た
と
き
「
思
想
／
表
現
二
分
法
」
（
己
の
ロ
ー
①
〆
宮
の
①
の
】
・
ｐ
ｓ
Ｓ
ｏ
（
「

（
伽
〉

○
日
］
）
と
「
フ
ェ
ア
・
ユ
ー
ス
の
法
理
」
（
【
巴
『
口
の
①
Ｑ
○
・
三
口
の
）
を
拠
り
所
に
し
て
、
合
憲
判
断
を
導
い
て
き
て
い
る
。
こ
の
一
一
法

理
が
著
作
権
法
に
法
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
著
作
権
と
表
現
の
自
由
と
の
両
権
益
は
、
立
法
段
階
に
お
い
て
既
に
衡
量
済
み

で
あ
る
と
言
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
。
で
は
そ
れ
ら
の
「
修
正
一
条
と
の
調
整
法
」
は
、
表
現
の
自
由
を
保
護
し
よ
う
と
し
て
憲
法
学
に

よ
り
探
究
さ
れ
て
き
た
理
論
的
要
請
を
満
た
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

３
国
家
は
、
表
現
の
自
由
と
著
作
権
と
い
う
両
法
益
を
、
議
会
制
定
法
で
も
っ
て
利
益
調
整
し
て
い
る
。
著
作
権
法
で
あ
る
。

Ｓ
三
・
口
の
の
己
の
①
Ｓ
論
の
枠
組
み
で
著
作
権
法
を
見
る
と
き
、
そ
こ
で
と
く
に
探
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
以
下
の
一
一
点
に

①
ど
の
よ
う
な
表
現
行
為
が
不
法
行
為
（
著
作
権
侵
害
行
為
）
と
な
る
の
か
。
著
作
権
侵
害
の
成
立
要
件
と
し
て
法
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
、
表
現
規
制
法
令
に
求
め
ら
れ
る
形
式
的
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
。

第
四
節
小
括
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き
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
第
一
章
は
、
「
思
想

②
著
作
権
法
は
、
著
作
権
を
制
限
す
る
規
定
や
違
法
性
阻
却
事
由
な
ど
を
法
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
表
現
の
自
由
が
憲
法
上
の
重

要
な
法
益
で
あ
る
こ
と
に
十
分
な
配
慮
を
示
し
て
い
る
か
。

本
稿
で
は
、
「
思
想
／
表
現
二
分
法
」
に
つ
い
て
①
の
要
請
を
、
「
フ
ェ
ア
・
ユ
ー
ス
の
法
理
」
に
つ
い
て
②
の
要
請
を
、
そ
れ
ぞ
れ

適
切
に
満
た
し
て
い
る
か
と
く
に
注
視
し
て
い
る
。

｜
｜
上
述
し
た
よ
う
に
、
合
衆
国
最
高
裁
は
「
思
想
／
表
現
二
分
法
」
お
よ
び
「
フ
ェ
ア
・
ユ
ー
ス
の
法
理
」
が
著
作
権
法
に
定
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
著
作
権
と
表
現
の
自
由
の
両
権
益
は
立
法
段
階
で
調
整
済
み
、
と
の
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
思
考

法
の
淵
源
に
あ
る
の
が
、
二
・
三
言
白
日
が
一
九
七
○
年
に
発
表
し
た
論
文
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
著
作
権
と
表
現
の
自
由
と
い
う

両
権
益
を
定
義
的
衡
量
（
Ｑ
の
〔
言
ご
・
目
］
富
｝
目
・
旨
、
）
し
た
そ
の
果
実
が
、
上
記
の
一
一
法
理
で
あ
る
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
彼

は
表
現
の
自
由
の
憲
法
上
の
価
値
に
配
慮
し
て
、
「
フ
ェ
ア
・
ユ
ー
ス
」
に
該
当
し
な
い
表
現
の
利
用
形
態
の
み
が
、
著
作
権
法
で
禁

止
さ
れ
た
表
現
行
為
で
あ
る
と
明
記
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
。

著
作
者
の
利
益
に
配
慮
し
著
作
権
保
護
の
意
義
を
説
く
と
同
時
に
、
表
現
の
自
由
の
価
値
も
重
要
視
し
た
二
日
日
の
『
の
論
文
は
、

以
後
の
合
衆
国
の
裁
判
所
に
お
い
て
、
絶
大
な
る
信
頼
を
集
め
た
と
い
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
学
界
に
お
け
る
批
判
的
評
価
と
は
打
っ

て
変
わ
っ
て
、
裁
判
所
の
判
決
の
な
か
で
、
上
記
二
法
理
の
成
立
そ
の
も
の
を
疑
問
視
す
る
見
解
は
、
管
見
に
よ
れ
ば
、
あ
ま
り
表
明

さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
か
ら
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
二
法
理
は
、
表
現
の
自
由
を
規
制
す
る
法
令
に
対
す
る
憲
法
上
の
疑
義
を
回
避
す
る
た
め
の
理
論
と
し
て
、
適
切

に
設
え
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
二
法
理
自
体
の
正
当
性
を
探
究
す
る
試
み
を
、
合
衆
国
裁
判
所
は
、
こ
れ
ま
で
お
座
な
り
に
し
て

「
思
想
／
表
現
二
分
法
」
に
つ
い
て
、
そ
の
理
論
自
体
の
正
当
性
を
探
究
し
て
い
る
。
そ
の
際
の
本
稿
の
視
線
は
、
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至噸
一
一
一
著
作
権
は
、
あ
る
要
件
を
ロ

四
・
口
）
に
限
定
さ
れ
て
は
い
な
い
。

説
当
該
法
理
論
が
憲
法
上
「
保
護
さ
れ
る
表
現
」
と
「
保
護
さ
れ
な
い
表
現
」
の
明
確
な
区
分
を
提
示
で
き
て
い
る
か
、
こ
の
点
に
注
が

Ｊ
・
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
著
作
権
の
客
体
で
あ
る
創
作
的
表
現
を
、
そ
の
内
容
と
形
式
に
区
別
す
る
視
点
を
わ
れ
わ
れ
に
も
た
ら
し
た
。

彼
の
着
想
の
眼
目
は
、
著
作
・
作
品
の
な
か
で
、
著
作
者
の
所
有
を
認
め
る
部
分
と
そ
う
で
は
な
い
部
分
と
を
、
区
別
す
る
こ
と
に
あ
っ

た
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
こ
の
発
想
が
、
創
作
的
表
現
の
外
面
的
形
式
は
著
作
者
の
所
有
を
認
め
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
万

人
の
共
有
に
帰
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
二
分
論
と
な
っ
て
結
実
し
た
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
で
き
る
。
表
現
を
内
容
と
形
式
に
単
純

に
区
分
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
議
論
に
は
、
多
く
の
批
判
が
寄
せ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
彼
の
議
論
は
、
創
作
的
表
現
の
形
式

を
、
そ
の
外
面
的
形
式
と
さ
ら
に
内
面
的
形
式
に
区
分
す
る
理
論
の
呼
び
水
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

創
作
的
表
現
を
外
面
的
形
式
と
内
面
的
形
式
に
区
分
す
る
立
論
の
有
意
性
は
何
処
に
在
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
理
論
を
下
敷
き
に

す
れ
ば
、
表
現
の
外
面
的
形
式
に
僅
か
な
変
更
を
施
し
た
だ
け
の
「
創
作
性
の
な
い
改
変
」
に
、
著
作
権
の
客
体
性
を
否
定
す
る
法
理

論
が
生
成
で
き
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
裏
を
返
せ
ば
、
こ
の
「
創
作
性
の
な
い
改
変
」
は
な
お
複
製
の
範
囲
に
留
め
置
か
れ
る

の
で
、
そ
れ
は
原
著
作
物
の
著
作
権
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
外
面
ぞ
内
面
区
分
論
の
有
意
性
は
、
原
著
作
物
の
外
面

的
形
式
は
勿
論
の
こ
と
、
そ
の
内
面
的
形
式
の
残
留
を
も
っ
て
、
後
続
著
作
物
を
二
次
的
著
作
物
と
認
定
す
る
法
理
論
を
生
成
し
た
こ

と
に
も
あ
る
。
原
著
作
物
か
ら
派
生
し
て
表
出
さ
れ
た
こ
の
二
次
的
著
作
物
に
は
、
原
著
作
物
の
表
現
が
残
留
し
て
い
る
の
で
、
原
著

作
物
の
著
作
者
と
二
次
的
著
作
物
の
著
作
者
の
著
作
権
が
併
存
す
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
議
論
は
、
「
思
想
」
と
「
表
現
」
の
間
に
明
確
な
境
界
を
画
定
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
、
逆
に
想
起
さ

れ
て
い
る
。

あ
る
要
件
を
具
有
す
る
表
現
を
、
そ
の
客
体
と
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
「
逐
語
的
表
現
」
（
の
恩
旦
の
〆
亘
の
の
‐
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著作権と表現のに の調整原理（一）

せ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
中
山
信
弘
は
、
著
作
権
法
で
保
護
さ
れ
る
表
現
と
保
護
さ
れ
な
い
思
想
と
の
線
引
き
は
、
要
す
る
に
、
著
作
権

（
Ⅲ
）

を
保
護
す
べ
き
表
現
と
は
な
に
か
を
画
定
す
る
規
範
的
線
引
き
で
あ
る
、
と
い
う
。
表
現
を
外
面
的
形
式
／
内
面
的
形
式
に
区
分
し
、

後
者
ま
で
著
作
権
の
客
体
に
含
め
る
通
説
的
理
解
は
、
中
山
の
言
い
方
で
い
え
ば
、
創
作
的
表
現
の
内
面
的
形
式
ま
で
著
作
権
法
で
保

護
す
べ
き
表
現
の
内
延
に
包
摂
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
立
論
は
、
ど
う
し
て
生
成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

四
本
稿
は
、
表
現
を
外
面
／
内
面
の
二
形
式
に
区
分
す
る
立
論
の
成
立
背
景
を
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
○
世
紀
は
じ
め
に
か
け
て

見
ら
れ
た
芸
術
観
の
変
容
に
求
め
て
い
る
。

芸
術
観
に
つ
い
て
の
古
典
的
見
解
（
・
］
ロ
の
の
－
８
｝
ぐ
一
の
ゴ
）
か
ら
ロ
マ
ン
主
義
（
幻
・
日
四
三
三
の
日
）
へ
変
容
は
、
「
思
想
／
表
現
」
の

境
界
画
定
作
業
に
と
っ
て
決
定
的
と
も
い
え
る
影
響
を
与
え
た
。

そ
れ
ま
で
の
芸
術
性
は
、
事
物
の
理
や
聖
書
の
一
場
面
を
正
確
に
描
写
で
き
て
い
る
か
否
か
で
判
定
さ
れ
て
い
た
。
み
な
原
対
象

（
・
【
垣
冒
｝
・
豆
の
。
【
）
を
い
か
に
正
確
に
描
写
す
る
か
に
腐
心
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
聴
衆
に
モ
チ
ー
フ
を
い
か
に
正
確
に
想
起
さ
せ

る
か
で
、
作
品
の
成
否
が
計
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
作
者
の
内
面
に
と
ど
ま
る
「
思
想
」
と
、
そ
の
外
的
有
形
化
で
あ
る

「
表
現
」
と
の
間
に
は
、
明
確
な
区
別
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
著
作
権
の
対
象
が
、
作
品
の
評
価
対
象
で

あ
る
〃
表
出
さ
れ
た
も
の
そ
の
も
の
〃
（
の
園
。
（
の
ご
［
の
ｍ
の
］
・
ロ
）
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
十
分
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
一
九
世
紀
以
降
の
ロ
マ
ン
主
義
の
芸
術
観
は
、
芸
術
性
を
原
対
象
の
正
確
な
描
写
と
は
捉
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
は
作
品
の
外
形
的
形
象
は
、
な
に
よ
り
も
、
作
者
の
内
面
的
心
情
の
発
露
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
影
響
は
、
芸
術
性
の

評
価
対
象
が
作
品
か
ら
感
受
さ
れ
る
作
者
の
感
性
・
心
情
に
ま
で
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
現
れ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
う
な
る
と
、

著
作
権
の
対
象
を
作
品
の
〃
表
出
さ
れ
た
も
の
そ
の
も
の
〃
に
限
定
す
る
理
論
で
は
、
作
品
の
財
産
的
価
値
の
保
護
も
、
作
者
の
さ
ら

な
る
創
作
の
誘
因
を
呼
ぶ
こ
と
も
、
ま
ま
な
ら
な
い
。
表
現
の
「
外
面
的
形
式
」
に
限
定
さ
れ
て
い
た
著
作
権
の
客
体
は
、
表
現
の
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論 説

五
本
稿
の
は
じ
め
か
ら
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
著
作
権
は
表
現
の
自
由
を
制
限
す
る
法
概
念
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
権
益
を
調
整

す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
の
が
、
著
作
権
法
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
著
作
権
法
に
、
著
作
権
と
表
現
の
自
由
の
両
権
益
を
定
義
的

衡
量
し
た
帰
結
が
内
蔵
さ
れ
て
い
る
と
い
う
な
ら
、
当
該
調
整
原
理
は
、
表
現
規
制
の
文
脈
で
伝
統
的
に
確
立
さ
れ
て
き
た
憲
法
理
論

の
要
請
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
は
第
一
章
で
論
述
し
て
き
た
「
思
想
／
表
現
二
分
法
」
（
己
の
四
‐
の
〆
亘
の
①
の
一
・
口
曰
ｓ
ｏ
（
・
曰
ご
）
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

憲
法
学
は
、
表
現
行
為
に
抑
制
効
果
を
も
つ
法
規
制
を
忌
避
し
て
き
た
。
そ
れ
は
表
現
行
為
を
抑
制
す
る
こ
と
が
、
表
現
内
容
に
対

す
る
正
当
性
な
き
干
渉
や
発
揮
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
表
現
行
為
の
有
効
性
を
減
殺
す
る
効
果
を
生
む
か
ら
で
あ
る
。
ひ
る
が
え
っ
て

「
思
想
／
表
現
二
分
法
」
を
見
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
著
作
権
の
客
体
で
あ
る
「
表
現
」
は
使
用
規
制
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
の
範
蠕
に

含
ま
れ
な
い
素
材
（
曰
昌
の
【
三
）
に
つ
い
て
は
、
自
由
使
用
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
先
行
著
作
物
に
影
響
を
う
け
た
場
合
で
も
、
そ
の

表
現
形
式
の
外
面
的
形
式
お
よ
び
内
面
的
形
式
の
残
存
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
後
続
著
作
物
は
新
著
作
物
と
し
て
の
地
位
を
獲

「
内
面
的
形
式
」
に
ま
で
拡
張
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
著
作
者
の
思
想
ま
た
は
感
情
そ
れ
自
体
は
、
著
作
権
の
客
体
で
は
な
い
。
で
は
こ
の
思
想
感
情
そ
れ
自
体
と
、
こ
の
具

体
的
形
象
で
あ
る
表
現
の
内
面
的
形
式
と
の
境
界
は
、
奈
辺
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
境
界
確
知
の
困
難
性
を
認
識
さ
せ
た
の
が
、

「
ぼ
く
の
ス
カ
ー
ト
」
事
件
の
東
京
地
裁
に
よ
る
翻
案
定
義
で
あ
り
、
二
ｓ
。
｝
の
事
件
で
の
四
四
己
裁
判
官
の
抽
象
化
テ
ス
ト
で
あ
り
、

○
言
【
の
①
の
パ
タ
ー
ン
・
テ
ス
ト
で
あ
っ
た
。
「
思
想
／
表
現
」
の
境
界
を
求
め
る
試
み
か
ら
派
生
し
た
「
内
面
的
表
現
／
思
想
感
情
そ

れ
自
体
」
の
境
界
を
求
め
る
試
み
は
、
ま
る
で
循
環
小
数
の
値
を
永
遠
に
書
き
続
け
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

（
辺
）

芸
術
観
に
お
け
る
ロ
マ
ン
主
義
を
契
機
に
、
「
思
想
／
表
現
一
一
分
法
」
は
、
「
死
に
ぎ
わ
の
」
（
曰
・
ロ
ウ
目
□
）
法
理
論
に
追
い
や
ら

れ
て
し
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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著作権と表現の自由の調整原理（－）

得
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
著
作
権
の
客
体
で
あ
る
「
表
現
」
に
つ
い
て
、
換
一
一
一
一
口
す
る
と
、
著
作
権
法
で
使
用
規
制
さ
れ
る

「
表
現
」
に
つ
い
て
、
そ
の
概
念
は
確
定
的
に
提
示
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
著
作
権
法
に
よ
り
「
保
護
さ
れ
る
表
現
」
は

不
確
定
要
素
に
苛
ま
れ
、
当
該
概
念
を
定
式
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
論
述
し
て
き
た
。
「
思
想
／
表
現
二
分
法
」
と
い
う

①
一
四
畳
・
円
已
の
は
、
表
現
規
制
を
正
当
化
す
る
論
拠
に
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
思
想
／
表
現
二
分
法
」
は
、
も
と
も
と
著
作
権
の
客
体
を
記
述
す
る
た
め
の
説
明
の
法
理
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
な

ら
ば
、
著
作
権
法
で
保
護
さ
れ
る
も
の
／
保
護
さ
れ
な
い
も
の
を
説
明
す
る
一
般
的
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て
は
成
立
す
る
が
、
あ
る
マ

テ
リ
ア
ル
（
素
材
）
が
ど
ち
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
な
の
か
を
決
定
す
る
ル
ー
ル
と
は
な
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
「
思
想
／
表
現
二
分
法
」
を
単
独
で
分
析
し
、
こ
の
法
理
論
が
伸
縮
性
に
富
む
性
質
を
も
つ
こ
と
を
論
証
し
た
と
し
て

も
、
こ
れ
だ
け
で
は
著
作
権
法
の
憲
法
上
の
正
当
性
を
判
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
憲
法
は
、
創
作
的
表
現

の
「
公
正
な
使
用
」
に
該
当
し
な
い
表
現
行
為
を
、
法
律
で
も
っ
て
制
約
す
る
こ
と
は
な
お
許
容
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
（
こ
れ
が
、
Ｓ
三
・
口
の
の
ｂ
の
①
Ｓ
論
の
要
諦
で
あ
ろ
う
）
。

著
作
権
で
保
護
さ
れ
た
著
作
物
の
公
正
な
使
用
形
態
と
は
、
ど
の
よ
う
な
状
況
を
指
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
術
語
で
あ
ろ
う
か
。
次

章
で
は
、
「
フ
ェ
ア
・
ユ
ー
ス
の
法
理
」
（
ご
【
局
の
Ｑ
○
・
三
口
の
）
に
つ
い
て
詳
論
し
よ
う
。

（
注
）

（
可
１
）
］
○
ｍ
の
□
す

Ｈ
ｐ
Ｃ
・
」
①
「
②
）

（
？
』
）
｛
。
『
ご
○
ロ
ハ

］
○
吊
己
宮
門
○
の
口
一
戸

（
○
三
・
口
の
の
ロ
の
①
Ｓ
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
、

」
ミ
」
ゴ
ミ
殉
ミ
一
○
＆
已
雪
》
『
ロ
苫
＆
ロ
》
ご
自
目
シ
シ
ョ
ヨ
Ｐ
②
四
（
の
【
の
、
。
ご
□
臼
（
８
○
穴
の
Ｑ
・
・
ロ
・
勺
・
口
巨
（
。
ご
陣
○
○
・
》

ひ
と
ま
ず
の
⑮
の
□
回
ご
己
シ
・
シ
ニ
の
『
の
。
Ｐ
日
ペ
）
三
・
量
の
ぎ
③
。
＆
・
觜
三
二
畠
・
陣
・
旧
目
Ｐ
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論 説

（
四
）
西
日
□
の
円
陣
幻
○
ョ
．
Ｕ
こ
す
］
】
の
ぽ
の
円
の
》
Ｈ
ｐ
ｐ
ぐ
・
ｚ
ｇ
】
○
ご
ロ
ロ
（
の
『
己
国
の
①
の
》
閂
目
○
・
》
←
「
桿
口
・
の
．
、
②
Ｐ
ｍ
ｍ
ｍ
（
骨
の
の
、
）

（
ｕ
）
切
隠
□
・
の
・
○
ｏ
ｚ
の
『
・
口
風
・
目
》
か
、
》
○
」
．
②
．

（
巴
）
の
⑮
③
○
口
ご
①
へ
国
○
日
の
○
○
日
日
巨
已
○
日
］
○
口
○
○
『
□
・
『
・
Ｚ
の
ブ
ョ
。
［
丙
勺
Ｈ
ｏ
Ｑ
の
・
・
百
○
・
》
①
○
四
句
．
⑱
Ｑ
⑭
四
℃
》
⑦
一
℃
（
］
岸
ロ
○
胃
・
」
①
①
Ｃ
）
》
の
③
③
巳
②
○

国
日
己
臼
倖
困
○
コ
》
』
『
］
ご
・
の
。
》
日
切
、
⑭
。

（
旧
）
旧
の
曰
一
の
ご
陣
『
・
｝
・
【
戸
の
唇
自
白
・
什
の
、
》
臼
］
空
．
（
具
体
的
引
用
先
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
）
。

（
７
）
②
③
⑮
円
。
『
＆
．
》
□
（
」
、
、
』
①
『
．

（
８
）
の
。
①
□
四
］
］
四
ｍ
○
○
ミ
ワ
。
『
の
○
ず
の
①
堅
の
ｍ
Ｑ
の
［
の
〉
閂
ロ
○
・
ぐ
・
の
○
○
円
の
ウ
○
四
『
Ｑ
勺
○
の
庁
の
円
の
．
Ｈ
ロ
○
・
一
①
○
○
句
・
図
Ｑ
］
」
②
一
・
］
」
、
②
（
、
〔
ず
○
吋
．
」
①
「
①
）
・
の
①
の

巳
８
四
口
９
ｍ
の
ロ
の
「
・
Ｚ
伊
両
国
》
←
、
鰐
口
・
の
．
、
Ｃ
「
（
』
①
「
①
）
．

（
９
）
の
⑮
の
ｚ
の
ニ
ョ
＆
・
昌
曰
】
日
の
の
○
○
ぐ
．
ご
巳
（
の
Ｑ
の
（
ｇ
の
の
》
き
い
ｐ
．
ｍ
．
「
屋
「
②
］
ヨ
」
（
］
①
己
）
（
ご
二
言
・
］
・
・
８
口
目
昌
口
、
）
（
著
作
権

と
い
う
私
法
的
な
司
法
上
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
（
ロ
ゴ
日
の
］
＆
ご
巴
の
ご
｛
・
局
・
の
曰
の
日
）
は
、
統
治
に
関
す
る
問
題
（
ｍ
・
ぐ
の
日
日
の
日
旦
‐

莅
冨
）
の
情
報
公
開
禁
止
を
求
め
て
政
府
が
訴
訟
を
提
起
す
る
場
合
と
比
べ
れ
ば
、
同
程
度
の
修
正
一
条
上
の
危
険
を
発
生
さ
せ
る
わ
け
で
は

（
３
）
○
・
国
ロ
ニ
ョ
」
ご
田
、

（
４
４
）
円
ｃ
｛
＆
．
》
囚
（
の
①
餌

（
５
）
三
日
【
し
・
伊
の
日

当
］
←
「
や
』
①
、
０
］
①
①

（
６
）
写
ａ
・
》
臼
屋
い

な註̄
・

'4＞邑
。

幻
向
く
．
『
・
ロ
①
①
。
）
・

）
○
・
国
ロ
ニ
ョ
」
口
田
口
丙
の
【
》

三
日
【
し
．
Ｆ
の
曰
」
の
『
倖
固
ロ
、
の
ロ
の
ご
・
］
○
二
》
●
、
ざ
ミ
ミ
ョ
ミ
、
胃
⑮
＆
ロ
ミ
、
一
己
冨
昌
・
弓
②

（
』
①
①
、
）
。

、
尋
恩
」
ミ
①
ヨ
ロ
ミ
①
員
旧
署
員
冴
○
苫
○
Ｃ
口
ご
貝
四
貢
．
、
、
ぐ
シ
ｚ
□
・
旧
・
幻
向
く
．
②
①
］
》
、
①
、
（
、
○
○
国
）
．

言
』
苫
討
』
』
Ｒ
冒
巳
用
》
・
Ｃ
ｓ
（
ご
ｐ
局
⑯
の
》
一
ｍ
□
ご
【
向
い
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著作権と表現の自由の調整原理（一）

（
旧
）
「
思
想
／
表
現
二
分
法
」
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
「
著
作
権
は
『
思
想
の
市
場
』
を
規
制
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
著
作
権
は
表

現
を
保
護
す
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
」
と
い
う
の
亘
伜
三
日
ご
【
『
・
津
目
の
］
の
ぐ
巨
・
ご
勺
Ｈ
ｏ
ｓ
ｓ
ｏ
ｐ
の
．
百
・
・
ぐ
・
言
・
ロ
・
目
］
９
．
の
○
○
日
．
．
、
の
、
可
・

屋
」
］
ヨ
』
」
『
①
（
①
三
口
円
」
①
ゴ
）
を
参
照
。

ま
た
「
フ
ェ
ア
・
ユ
ー
ス
の
法
理
」
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
「
修
正
一
条
で
保
護
さ
れ
た
価
値
と
著
作
権
法
で
保
護
さ
れ
た
価
値
と
の
抵

触
は
、
こ
れ
ま
で
フ
ェ
ア
・
ユ
ー
ス
の
法
理
に
よ
り
解
決
さ
れ
て
き
て
い
る
」
と
し
た
三
巴
ご
三
国
、
三
の
①
○
日
三
の
の
》
百
・
・
ぐ
・
言
巴
］
の
（
・

弓
目
の
ｇ
ｐ
ｏ
ｏ
８
・
》
、
記
句
．
、
ロ
①
』
（
国
己
Ｑ
『
」
①
。
）
を
参
照
。

（
別
）
、
患
」
「
□
・
の
・
○
・
か
］
○
ｍ
（
。
）
伜
」
『
□
・
の
．
○
か
］
。
『
・

（
Ⅲ
）
ロ
］
Ｑ
Ｈ
の
Ｑ
ぐ
・
少
ｍ
ｐ
ｏ
Ｒ
ｏ
津
．
、
②
『
□
・
の
。
］
ｍ
Ｐ
ｍ
］
①
（
国
○
○
②
）
・

（
皿
）
同
一
Ｑ
Ｈ
の
Ｑ
ぐ
・
用
の
ご
Ｐ
四
四
℃
句
．
、
□
②
「
画
》
②
「
⑰
（
□
・
○
・
○
吋
・
ｍ
Ｃ
Ｃ
］
）
・

（
鍋
）
両
亘
『
の
ｑ
・
》
、
②
「
□
・
の
．
》
９
ｍ
画
民
・

（
皿
）
阪
本
昌
成
『
憲
法
理
論
Ⅱ
』
（
成
文
堂
、
一
九
九
三
年
）
二
五
一
頁
。

（
筋
）
阪
本
・
前
掲
書
（
註
別
）
二
四
九
’
二
五
○
頁
を
本
稿
の
視
点
か
ら
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
た
。

元
）
同
書
二
五
一
頁
。
著
作
権
を
め
ぐ
る
憲
法
学
の
分
析
枠
組
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
著
作
権
を
み
る
憲
法
学
の
視
点
に
つ
い
て
」
熊
本
法
学
一

〆￣へ〆￣へ〆へ〆￣､〆－，

１８１７１６１５１４
、－〆、-〆、－〆、￣、.＝

Ｓ１ｐｄＺＮＣＤ

ミニ当肖§

ｍ
③
の
）
⑮
．
四
・
）
○
四
Ｑ
の
ロ
ｏ
の
□
の
の
］
ｍ
ｐ
ｍ
］
の
（
の
日
の
》
百
○
・
ぐ
・
少
ぐ
四
口
（
一
○
○
［
ｂ
・
・
］
い
、
句
．
⑭
９
ｍ
ｍ
鰐
》
の
、
の
‐
、
画
「
（
①
（
す
○
月
・
得
①
①
「
）
・

国
四
○
○
三
曰
く
・
の
○
国
□
己
の
‐
国
○
舅
凸
Ｈ
Ｑ
ｍ
Ｈ
ｏ
ｐ
Ｑ
○
口
の
（
］
ロ
、
．
○
○
・
）
』
②
②
□
・
の
．
□
の
い
、
『
②
（
骨
①
『
「
）
・

Ｚ
の
言
＆
。
Ｈ
丙
曰
】
日
の
の
○
○
・
ぐ
・
口
已
（
の
Ｑ
の
百
片
の
の
》
←
。
②
ご
・
の
．
『
」
②
》
『
、
の
（
」
①
『
」
）
（
、
円
の
ロ
ロ
ロ
ロ
］
・
》
ｏ
ｏ
ｐ
ｏ
Ｅ
ｑ
旨
、
）
・

西
日
己
の
円
陣
幻
○
言
》
←
「
」
ロ
・
の
．
》
９
ｍ
①
Ｐ

3９（熊本法学116号'09）



論 説

グー、〆￣ヘ／￣へ〆■へ

３２３１３０２９
、-－～－－、＝〆、－〆 一

四
号
一
頁
以
下
（
二
○
○
八
年
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
”
）
公
務
員
に
対
す
る
名
誉
段
損
に
つ
い
て
「
現
実
の
悪
意
ル
ー
ル
」
（
四
・
白
四
一
日
四
一
一
８
『
巳
の
）
を
提
示
し
た
ｚ
の
葛
已
・
『
穴
日
旨
の
の
ｏ
ｐ
ぐ
・

の
巳
三
四
Ｐ
②
「
の
ご
・
の
。
、
、
』
（
］
①
量
）
は
、
本
稿
の
庁
○
三
・
口
の
の
□
の
①
ｓ
論
の
分
析
枠
組
に
適
合
的
な
事
例
で
あ
る
。

本
件
で
合
衆
国
最
高
裁
は
、
あ
る
一
一
一
一
口
論
が
名
誉
段
損
と
な
る
言
論
（
・
の
｛
口
白
日
・
ど
の
己
の
①
Ｓ
）
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
公
職
に
あ
る

者
（
Ｅ
三
Ｇ
．
霞
・
巨
）
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
に
は
、
以
下
の
こ
と
を
当
該
言
論
の
違
法
性
を
主
張
す
る
側
が
立
証
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
し
た
。
そ
れ
は
、
当
該
言
論
の
表
出
者
が
そ
の
言
論
内
容
を
虚
偽
で
あ
る
と
知
っ
て
い
た
か
、
ま
た
は
虚
偽
で
あ
る
か
否
か
と
い

う
こ
と
を
無
謀
に
も
無
視
し
て
公
表
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
原
告
側
が
当
該
要
件
の
立
証
に
失
敗
す
れ
ば
、
上
記
言
論
は
、
名
誉
段
損
と

な
る
言
論
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
修
正
一
条
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
現
実
の
悪
意
ル
ー
ル
」
の
要
諦
で
あ
る
。

本
件
に
お
い
て
合
衆
国
最
高
裁
は
、
あ
る
言
論
を
不
法
行
為
と
し
て
制
約
す
る
こ
と
が
憲
法
上
正
当
な
基
礎
を
も
つ
か
、
と
理
論
構
成
し
て

い
る
。
８
三
・
口
の
の
ロ
①
の
＆
の
分
析
枠
組
が
こ
こ
に
顕
現
し
て
い
る
。

（
羽
）
著
作
権
が
い
か
な
る
権
益
で
あ
る
の
か
、
ま
た
、
著
作
権
保
護
は
な
に
を
目
的
と
し
て
い
る
の
か
、
ひ
と
こ
と
で
言
う
と
、
著
作
権
が
い
か

な
る
８
口
・
の
ロ
の
下
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
著
作
権
と
い
う
８
口
Ｏ
の
口
を
□
『
・
‐

ご
『
一
の
Ｂ
ｑ
８
ｐ
Ｃ
の
ロ
と
［
の
、
已
囚
（
・
ｑ
８
ｐ
Ｃ
の
で
〔
の
対
比
を
用
い
て
検
討
し
て
い
る
Ｆ
・
勺
口
耳
の
『
の
。
□
の
議
論
を
導
き
の
糸
と
し
て
、
他
日
、
再

検
討
を
期
し
た
い
。
の
⑮
Ｐ
Ｆ
・
勾
旦
祠
貰
の
『
の
。
Ｐ
田
ざ
⑮
蓬
・
・
ｇ
ｏ
。
ご
『
碕
貢
Ｑ
ミ
コ
ミ
房
。
》
色
二
ｚ
ｐ
Ｆ
・
幻
図
・
」
．
、
‐
］
②
（
］
①
の
『
）
．

向
亘
『
の
Ｑ
》
、
②
「
□
・
の
．
》
四
（
い
］
ｃ
・

横
山
久
芳
「
著
作
権
の
保
護
期
間
延
長
立
法
と
表
現
の
自
由
に
関
す
る
一
考
察
ｌ
ｌ
ア
メ
リ
カ
の
○
三
憲
法
訴
訟
を
素
材
と
し
て
ｌ
」

回
亘
『
の
９
ｍ
の
ゴ
ロ
・
の
。
》
ロ
〔
、
□
］
・

西
日
□
の
【
陣
幻
○
舅
「
》
一
コ
□
・
の
．
》
９
ｍ
①
①
．
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著作権と表現の自由の調整原理（

＆
」
三
豊
。

（
蛆
）
野
一
色
勤

四
六
頁
参
照
。

（
狐
）
同
論
文
六
町

（
妬
）
著
作
権
法
一

（
妃
）
シ
ョ
ご
口
・
○
・
ロ
①
Ｐ
ｏ
８
旨
碕
ミ
Ｅ
ｇ
ｐ
員
＆
の
」
唇
忌
＆
○
｛
忌
日
言
ご
『
こ
の
亘
自
‐
回
ご
忌
量
・
苫
□
三
・
ｓ
ヨ
ビ
ロ
ミ
ョ
の
ミ
ミ
ミ
ミ
ご

＆
」
三
豊
同
吝
言
冒
品
ミ
③
員
Ｐ
の
三
三
口
Ｆ
」
」
司
画
三
（
」
①
①
○
）
・

（
翌
野
一
色
勲
「
同
一
性
保
持
権
と
財
産
権
」
紋
谷
暢
男
教
授
還
暦
記
念
「
知
的
財
産
権
法
の
現
代
的
課
題
」
（
発
明
協
会
、
一
九
九
八
年
）
六

〆￣へ〆￣ヘ－－へグーへ〆￣へ〆～へグーへ

４１４０３９３８３７３６３５
、－〆、－〆、－〆～－－～-－、-－、－－

学
習
院
大
学
法
学
会
雑
誌
一
一
一
九
巻
二
号
一
九
、
一
一
一
七
頁
（
二
○
○
四
年
）
。

（
羽
）
三
の
一
三
一
の
、
・
三
【
目
】
の
『
．
□
。
⑮
②
◎
。
ご
畳
冒
」
言
烏
、
辱
き
、
言
（
」
ミ
の
ミ
ヨ
の
員
Ｏ
屋
ミ
ロ
ミ
①
の
②
＆
田
高
Ｑ
ｍ
Ｃ
⑮
の
ｓ
ロ
己
帛
さ
②
具
］
「

ご
○
Ｐ
シ
Ｆ
・
幻
向
く
。
』
］
の
○
（
］
①
「
ｅ
・

（
弧
）
の
①
の
三
の
］
ａ
］
］
の
口
二
目
日
の
［
．
ご
》
の
河
崎
ミ
Ｓ
ｍ
Ｃ
８
万
（
）
ロ
ミ
ヨ
ミ
の
②
『
○
ヨ
ミ
の
牝
。
『
且
」
ミ
目
ロ
ミ
の
ミ
ヨ
言
。
ご
」
ご
已
一
（
＆
（
○
ト
＆
の
ヘ

ロ
苫
巨
一
ｓ
の
Ｐ
ｐ
Ｃ
｛
８
口
『
。
殆
〕
＆
ご
ロ
ロ
ビ
マ
ロ
①
○
シ
Ｆ
・
Ｐ
・
幻
向
く
。
①
山
口
（
］
①
①
⑭
）
・

（
弱
）
二
目
己
の
『
論
文
を
紹
介
す
る
阿
部
浩
二
［
』
①
三
‐
」
］
ア
メ
リ
カ
法
一
一
一
一
四
、
一
三
五
頁
参
照
。

（
弧
）
阪
本
昌
成
『
憲
法
理
論
Ⅲ
」
（
成
文
堂
、
一
九
九
五
年
）
二
八
頁
。

（
ｗ
）
佐
藤
幸
治
「
憲
法
」
（
第
三
版
、
青
林
書
院
、
一
九
九
五
年
）
五
一
一
四
頁
。

（
犯
）
三
一
日
日
の
『
・
回
屋
、
「
ロ
ロ
○
（
の
②
輿
口
庁
』
」
の
、
．

（
羽
）
横
山
・
前
掲
論
文
（
註
犯
）
三
八
頁
参
照
。

（
Ⅲ
）
ロ
四
六
四
ぐ
・
の
①
｝
Ｑ
の
ロ
》
」
○
］
□
・
の
。
①
①
（
］
の
②
①
）
。

『
Ｃ
（
ａ
・
・
ロ
（
］
○
口

著
作
権
法
二
七
条
は
著
作
者
に
翻
案
権
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
条
文
の
文
言
上
は
翻
案
に
創
作
性
が
求
め
ら
れ
て
は
い
な
い
。
た
だ
、
本
文

同
論
文
六
四
七
頁
参
照
。

4１（熊本法学116号'09）



論 説

（
卯
）
同
書
一
三
○
頁
。

（
皿
）
半
田
正
夫
『
箸
」

（
〃
）
｜
一
次
的
著
作
物
は
、
原
著
作
物
か
ら
派
生
し
た
（
Ｑ
の
『
）
ぐ
昌
ぐ
の
）
著
作
物
な
の
で
、
「
派
生
的
著
作
物
」
（
□
＆
ぐ
昌
ぐ
の
弓
・
『
丙
）
と
呼
ば
れ

る
こ
と
も
あ
る
。
野
一
色
・
前
掲
論
文
（
註
佃
）
六
五
二
頁
参
照
。

（
組
）
中
山
信
弘
『
著
作
権
法
』
（
有
斐
閣
、
一
一
○
○
七
年
）
一
一
一
一
一
頁
。
原
著
作
物
と
二
次
的
著
作
物
と
は
別
個
の
著
作
物
で
あ
る
。
二
次
的
著
作

物
が
共
同
著
作
物
（
一
条
二
項
一
二
号
）
に
該
当
し
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

（
⑲
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
｜
連
の
「
キ
ャ
ン
デ
ィ
・
キ
ャ
ン
デ
ィ
事
件
」
で
確
認
さ
れ
て
い
る
。
東
京
地
判
平
一
一
・
二
・
二
五
判
時
一
六
七

一
一
一
号
六
六
頁
、
そ
の
控
訴
審
で
あ
る
東
京
高
判
平
一
一
一
・
一
一
一
・
一
一
一
○
判
時
一
七
一
一
六
号
、
さ
ら
に
そ
の
上
告
審
で
あ
る
最
－
判
平
一
三
・
一
○
・

二
五
日
判
時
一
七
六
七
号
二
五
頁
参
照
。

原
著
作
者
が
二
次
的
著
作
物
の
著
作
者
と
同
じ
内
容
の
権
利
を
も
つ
よ
う
に
読
め
る
二
八
条
の
規
定
（
原
著
作
者
が
二
次
的
著
作
物
の
著
作

者
と
「
同
一
の
種
類
の
権
利
を
専
有
す
る
」
）
に
つ
い
て
、
中
山
信
弘
は
、
「
原
著
作
物
の
著
作
者
が
二
次
的
著
作
物
に
関
し
て
権
利
行
使
で
き

る
範
囲
は
、
原
著
作
物
の
表
現
が
感
得
で
き
る
範
囲
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
原
著
作
者
の
権
利
の
範
囲
を
限
定
す
る
見
解
を
表
明

し
て
い
る
。
中
山
・
前
掲
書
（
註
佃
）
一
三
四
頁
。

で
論
じ
た
よ
う
に
、
「
翻
案
と
は
創
作
性
の
あ
る
改
変
の
こ
と
を
指
す
」
と
理
解
し
た
方
が
、
著
作
権
法
の
他
の
条
文
理
解
と
の
関
係
で
平
灰
が

あ
う
と
思
わ
れ
る
。
野
一
色
・
前
掲
論
文
（
註
側
）
六
四
八
頁
も
「
現
行
法
及
び
判
例
は
ゆ
る
や
か
説
に
属
し
て
い
る
」
と
評
価
し
て
い
る
。

妬
）
も
っ
と
も
、
二
次
的
著
作
物
の
著
作
者
と
そ
の
利
用
者
と
の
間
で
の
紛
争
が
少
な
い
た
め
か
、
原
著
作
物
に
ど
の
程
度
の
創
作
性
が
付
加
さ

れ
る
と
二
次
的
著
作
物
の
生
成
を
み
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
不
分
明
で
あ
る
。
島
並
良
「
二
次
創
作
と
創
作
性
」
著
作
権
研
究
一
一
八
号
（
二
○

○
一
年
）
一
一
八
、
三
四
頁
参
照
。

『
著
作
権
法
概
説
』
（
第
一
三
版
、
法
学
書
院
、
二
○
○
七
年
）
九
六
頁
。
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著作権と表現の自由の調整原理（－）

〆￣、〆￣、〆￣へグーヘ／￣へ〆￣、〆￣へ

６３６２６１６０５９５８５７
、－－、－〆、－〆、－〆、－〆、－－、－〆

（
別
）
フ
ィ
ヒ
テ
の
旨
冨
三
句
・
『
曰
区
分
論
が
へ
－
ゲ
ル
や
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
理
論
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
、

西
の
］
ロ
『
］
・
ロ
出
呂
曰
Ｐ
目
（
二
四
貝
の
Ｑ
用
の
言
】
己
の
円
（
四
ｍ
．
）
）
》
ご
Ｓ
の
す
の
『
‐
口
己
ぐ
の
１
ｍ
ｍ
の
［
の
○
頁
「
・
少
＆
］
．
（
」
①
①
］
）
・
の
Ｅ
‐
］
、
を
参
照
。

四
号
曰
四
目
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
理
論
が
後
の
］
・
【
○
三
の
『
の
無
体
財
産
権
論
に
も
影
響
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
、

河
中
一
學
「
著
作
者
人
格
権
に
つ
い
て
ｌ
カ
ン
ト
の
論
考
を
中
心
と
し
て
」
成
田
頼
明
先
生
横
浜
国
立
大
学
退
官
記
念
「
国
際
化
時
代
の
行

政
と
法
』
（
松
田
保
彦
他
編
集
代
表
、
良
書
普
及
会
、
一
九
九
三
年
）
八
七
九
、
九
二
一
一
一
’
九
一
一
四
頁
も
参
照
。

（
亜
半
田
・
前
掲
書
（
註
別
）
七
五
頁
。

（
船
）
同
書
七
五
’
七
六
頁
。
半
田
正
夫
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
議
論
に
対
す
る
批
判
を
二
点
に
要
約
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
点
に
つ
い
て
は
本
文
で

指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
も
う
一
点
に
つ
い
て
は
本
稿
の
関
心
の
枠
外
な
の
で
割
愛
し
た
。

（
印
）
半
田
・
前
掲
書
（
註
別
）
七
六
’
七
七
頁
。

（
皿
）
］
○
す
ロ
ロ
ロ
の
。
＃
］
】

］
四
○
○
ウ
（
国
、
．
）
》
二
言

（
別
）
ロ
ウ
ロ
・
》
の
』
。
、
魚
．

中
山
・
前
掲
書
（
註
蛆
）
四
八
頁
。

同
論
文
同
頁
。

野
一
色
・
前
掲
論
文
（
註
翌
六
五
一
頁
。

中
山
・
前
掲
書
（
註
塑
四
八
頁
。

野
一
色
・
前
掲
論
文
（
註
蛆
）
六
五
一
頁
参
照
。

同
書
七
七
頁
。

］
○
す
ロ
ロ
ロ
の
。
＃
］
】
の
ウ
司
旨
声
（
の
》

○
○
ウ
（
国
、
．
）
》
ご
く
円
丙
の
．
□
□
」

□
の
ぎ
の
］
の
Ｑ
の
『
ご
ｐ
Ｈ
の
○
ヶ
ロ
ゴ
山
の
の
】
ぬ
丙
の
再
Ｑ
の
の
、
⑤
○
す
の
【
ロ
ロ
ｏ
ｐ
Ｑ
Ｈ
ｐ
Ｏ
丙
の
》
一
目
幻
の
曰
ゴ
ロ
『
ロ
伊
ロ
巨
庁
ゴ
ロ
ロ
ロ
四
四
口
の

（
」
①
量
）
》
の
。
』
ｓ
・
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
半
田
・
前
掲
書
（
註
別
）
七
五
頁
以
下
も
参
照
。

4３（熊本法学116号'09）



論 説

命
）
野
一
色
・
前
掲
論
文
（
註
妬
）
六
五
一
頁
。

（
ｗ
）
東
京
地
裁
平
成
六
年
三
月
一
一
三
日
民
事
第
二
九
部
判
決
（
判
例
時
報
一
五
一
七
号
）
。

（
館
）
言
語
著
作
物
等
の
翻
案
の
有
無
を
判
定
す
る
要
件
を
定
式
化
す
る
渋
谷
達
紀
「
翻
案
の
概
念
」
民
商
法
雑
誌
一
三
七
巻
一
号
（
二
○
○
七
年
）

（
開
）
二
次
的
著
作
物
に
関
す
る
一

（
註
妬
）
三
○
’
一
一
一
一
頁
参
照
。

（
巴
野
一
色
・
前
掲
論
文
（
註
蛆
）
六
五
一
頁
。

（
開
）
二
次
的
著
作
物
に
関
す
る
「
重
畳
的
な
権
利
関
係
」
が
情
報
の
流
通
に
と
っ
て
阻
害
要
因
と
し
て
働
く
こ
と
に
つ
い
て
、
島
並
・
前
掲
論
文

渋
谷
論
文
は
、
言
語
の
著
作
物
に
お
け
る
翻
案
行
為
に
つ
い
て
、
平
成
一
三
年
六
月
二
八
日
の
最
高
裁
第
一
小
法
廷
判
決
（
江
差
追
分
事
件

上
告
審
判
決
、
民
集
五
五
巻
四
号
八
三
七
頁
）
が
、
従
来
の
定
義
（
「
ぼ
く
の
ス
カ
ー
ト
事
件
」
な
ど
に
お
け
る
そ
れ
）
を
以
下
の
よ
う
に
変
更

し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
い
わ
く
「
言
語
の
著
作
物
に
お
け
る
翻
案
と
は
、
既
存
の
著
作
物
の
「
表
現
上
の
本
質
的
な
特
徴
の
同
一
性
を

維
持
し
つ
つ
、
具
体
的
表
現
に
修
正
、
増
減
、
変
更
等
を
加
え
て
、
新
た
に
思
想
又
は
感
情
を
創
作
的
に
表
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
に
接

す
る
者
が
既
存
の
著
作
物
の
表
現
上
の
本
質
的
な
特
徴
を
直
接
感
得
す
る
こ
と
の
で
き
る
別
の
著
作
物
を
創
作
す
る
行
為
」
（
民
集
五
五
巻
四
号

八
四
○
頁
）
を
い
う
」
（
同
論
文
一
四
頁
）
。

こ
こ
に
い
う
、
表
現
上
の
特
徴
の
直
接
感
得
性
に
つ
い
て
、
渋
谷
は
、
従
来
の
定
義
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
作
品
の
内
容
の
同
一
類
似
性
」
要

件
の
「
置
き
換
え
」
二
五
頁
）
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
翻
案
行
為
該
当
性
判
断
に
つ
い
て
の
基
準
と
し
て
は
、
従
来

型
の
も
の
と
近
時
の
そ
れ
と
で
、
決
定
的
な
違
い
は
な
い
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

最
高
裁
に
よ
る
翻
案
概
念
の
再
構
成
は
、
言
語
等
に
よ
る
著
作
物
（
渋
谷
は
こ
れ
を
「
悟
性
に
よ
り
認
識
さ
れ
る
著
作
物
」
と
い
う
）
と
美

術
や
写
真
、
音
楽
の
著
作
物
（
彼
は
こ
れ
を
「
感
性
に
よ
り
認
識
さ
れ
る
著
作
物
」
と
呼
ん
で
い
る
）
で
異
な
っ
て
い
た
翻
案
概
念
に
、
統
一

「
一
八
’
’
九
頁
参
照
。

渋
谷
論
文
は
、
言
語
の
》
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著作権と表現の自由の調整原理（－）
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害
」
（
二
六
頁
）

（
的
）
同
論
文
五
頁
。

元
）
作
品
の
内
容
し

（
刀
）
ｚ
冒
す
ｓ
の
ぐ
・

（
犯
）
与
国
・
・
日
后

的
理
解
を
構
成
す
る
狙
い
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
渋
谷
論
文
の
要
諦
は
、
最
高
裁
の
試
み
が
翻
案
の
概
念
を
分
析
す
る
「
理
論
的
研
究
の
障

害
」
（
二
六
頁
）
と
な
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
上
の
深
入
り
は
こ
こ
で
は
自
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
》
（
ａ
．

『
Ｃ
一
口
・
・
ロ
（
、
』
②
．

の
①
⑮
の
（
○
三
の
ぐ
・
日
ロ
○
口
〕
四
ｍ
・
国
②
句
・
○
四
の
．
、
○
］
（
○
・
○
・
ロ
・
ロ
・
勺
四
・
」
の
、
②
）
・

困
○
ウ
の
【
（
＆
四
］
の
回
す
。
爲
宛
○
臣
冨
旦
暮
⑮
用
さ
＆
唇
弔
ざ
ｓ
「
弛
曰
言
ａ
①
ロ
ー
回
冨
Ｃ
「
、
②
巴
○
苫
田
三
一
口
Ｃ
ご
言
ロ
ミ
ｇ
の
Ｄ
Ｃ
ミ
ミ
崖
三
目
試
○
苫
の
ミ
ミ
ミ
》
］
』

ご
亘
・

ご
亘
・

○
○
ｐ
の
ロ
》
②
虞
、
ペ
ロ
ロ
。
（
の
←
蝉
口
（
ｍ
ｍ
Ｐ

Ｕ
の
（
の
Ｒ
ｂ
囚
ご
句
ロ
ウ
ロ
○
の
》
閂
ご
Ｃ
・
ぐ
・
戸
［
ｐ
Ｈ
は
ロ
ニ
ベ
の
一
口
の
【
○
○
円
己
・
・
四
司
令
句
・
図
Ｑ
一
ｍ
「
》
←
の
①
（
ロ
ロ
○
月
・
」
①
①
。
）
・

の
⑮
の
国
の
Ｃ
冨
己
呂
○
冨
帛
の
の
』
Ｈ
・
・
冗
呉
①
畳
・
言
の
○
百
言
の
ト
目
）
＆
Ｃ
Ｃ
Ｇ
ビ
「
（
四
貢
余
○
・
Ｅ
三
・
伊
・
勾
図
・
ロ
○
②
（
」
①
一
ｍ
）
．

中
山
・
前
掲
書

同
書
・
四
七
頁
。

作
品
の
内
容
と
は
、
言
語
の
著
作
物
の
翻
案
に
関
す
る
従
来
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
作
品
の
筋
書
き
や
構
成
の
こ
と
で
あ
る

三
一
○
す
。
」
の
ぐ
・
ロ
ョ
ぐ
の
【
の
口
］
四
日
ｐ
円
の
の
○
○
・
・
一
①
句
．
、
Ｑ
」
」
①
（
ｍ
ｐ
Ｑ
ｏ
】
『
・
］
①
②
○
）
．

同
様
の
指
摘
を
す
る
○
・
ヶ
の
Ｐ
②
邑
日
ロ
。
（
の
←
い
日
居
Ｐ
ヨ
』
の
、
を
参
照
。

中
山
・
前
掲
書
（
註
塑
四
八
頁
。

￣

[、、
￣

（
同
論
文
一
五
頁
）
。
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論 説

（
、
）
ご
国
・
》
四
（
か
か
」
（
ｅ
》
（
の
）
．

〆■へダーヘ〆■へ〆￣へ〆￣、〆■へ〆￣ヘ〆■へグー、〆■へ グーへ
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－￣￣－－￣￣－－￣四一

宣旨萱きき蒼旨旨言三頁宋
（
師
）
②
の
⑮
○
○
面
の
Ｐ
の

（
師
）
の
８
●
写
員
．
》
日

（
鍋
）
●
写
己
・
》
９
，
○
余

面
）
中
山
信
弘
「
著
一

（
妬
）
の
８
『
ご
＆
．

□
○
Ｆ
シ
Ｐ
・
幻
向
く
．
「
②
ロ
ヨ
ー
②
（
］
①
⑦
「
）
。

○
○
宮
の
ロ
》
の
忌
己
「
ロ
ロ
。
（
の
Ｐ
脚
四
（
四
○
］
》
｛
ご
］
○
①

シ
Ｒ
ｏ
ｍ
三
口
ご
函
円
》
］
「
①
Ｐ
ｏ
ｐ
・
」
ロ
」
の
白
｛
・
］
山
一
（
『
の
己
の
巴
の
Ｑ
』
②
②
］
）
・

の
①
の
シ
○
（
○
ｍ
少
ｂ
Ｈ
・
ロ
①
》
］
の
○
四
・
○
宮
・
山
。
か
い
画
の
白
（
・
〕
「
］
・

の
§
し
○
（
○
ｍ
句
の
ウ
・
山
・
］
②
②
」
》
○
ロ
・
胃
Ｐ
か
』
．
←
の
白
（
・
一
山
ｏ
・

の
①
の
○
○
ｐ
の
ご
》
の
昼
ご
『
国
ロ
。
【
の
心
い
囚
（
、
。
←

し
ｇ
ｏ
【
少
巨
、
．
］
Ｐ
」
の
、
。
○
宮
・
」
①
Ｐ
］
］
の
（
臼
・
］
山
の
・

少
○
（
。
【
］
巳
『
の
．
』
⑭
「
Ｐ
ｏ
ｐ
・
国
②
Ｐ
》
の
①
。
］
①
の
白
（
・
」
①
印
画
民
ｍ
・

少
。
（
。
【
］
四
Ｐ
Ｑ
］
、
①
『
》
０
戸
』
．
ｍ
Ｃ
の
ご
〔
・
Ｐ
の
』
（
四
日
の
ロ
Ｓ
ｐ
ｍ
Ｂ
】
（
」
の
①
Ｐ
○
ず
．
②
・
か
一
℃
①
①
○
ｍ
（
す
の
幻
の
ぐ
］
の
①
Ｑ
の
白
（
ロ
（
の
の
）
・

め
の
⑮
○
○
汀
の
ロ
》
②
黛
已
ペ
ロ
ロ
。
【
の
』
、
》
口
（
、
○
余
【
ロ
・
］
』
○
・

シ
○
（
。
【
三
四
【
・
←
・
」
①
○
①
》
○
戸
山
口
Ｐ
か
〕
（
ワ
）
・
函
、
の
（
巳
・
得
」
「
、
．

の
⑮
③
。
ご
｛
＆
・
・
四
（
］
の
①
』
、
「
。

の
①
の
○
○
面
の
Ｐ
の
黛
已
ミ
ロ
ロ
○
芹
①
←
い
□
｛

「
著
作
権
法
の
動
向
」
鴻
常
夫
先
生
古
稀
記
念
『
現
代
企
業
立
法
の
軌
跡
と
展
望
」
（
商
事
法
務
、
一
九
九
五
年
）
八
七
三
、
八
七

］
、
←
‐
」
、
の
。
］
①
、
０
」
①
①
。
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著作権と表現のに の調整原理（一）

（
伽
）
宮
武
久
佳
「
知
的
財
産
と
創
造
性
」
（
み
す
ず
書
房
、
二
○
○
七
年
）
八
六
頁
。
そ
こ
で
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
や
ロ
ー
マ
の
英
雄
物
語
に
つ
い

て
は
吟
遊
詩
人
が
、
『
平
家
物
語
」
に
つ
い
て
は
琵
琶
法
師
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
作
品
を
伝
え
る
乗
り
物
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
川
）
○
・
ヶ
の
Ｐ
吻
邑
ミ
ロ
。
（
の
だ
》
四
（
四
三
ョ
」
］
］
・

（
叩
）
ロ
ウ
・
貢
②
邑
日
ご
・
（
の
詮
》
四
〔
三
①
・

耐
）
中
山
・
前
掲
書
（
註
佃
）
三
七
頁
。

（
伽
）
中
山
・
前
掲
論
文
（
註
聖
八
七
四
’
八
七
五
頁
参
照
。

（
川
）
潮
海
久
雄
『
職
務
著
作
制
度
の
基
礎
理
論
」
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
○
○
五
年
）
二
○
二
頁
。

（
Ⅲ
）
中
山
・
前
掲
書
（
註
組
）
五
一
頁
。

（
皿
）
著
作
権
法
学
会
は
二
○
○
一
年
に
「
創
作
性
」
と
題
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
実
施
し
て
い
る
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
模
様
は
、
著
作
権
研

究
一
一
八
号
（
一
一
○
○
一
年
）
で
『
の
己
の
急
で
き
る
。
パ
ネ
リ
ス
ト
の
報
告
を
う
け
て
行
わ
れ
た
討
論
に
お
い
て
、
こ
の
新
創
作
性
概
念
の
提
唱
者

は
、
著
作
権
法
の
な
か
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
デ
ー
タ
・
ベ
ー
ス
と
い
う
異
質
な
も
の
が
挿
入
さ
れ
た
昭
和
六
○
年
を
「
エ
ポ
ッ
ク
」
と
し
て
と
ら

え
、
著
作
権
法
に
お
け
る
創
作
性
を
統
一
的
に
把
握
す
る
た
め
に
、
こ
の
発
想
が
出
て
き
た
と
い
う
（
同
四
三
頁
の
中
山
発
言
参
照
）
。

（
Ⅲ
）
中
山
・
前
掲
書
（
註
佃
）
五
一
一
’
五
三
頁
。

ま
た
「
情
報
の
豊
富
化
」
と
の
関
係
は
さ
て
お
く
と
し
て
も
、
同
様
の
思
考
法
は
、
合
衆
国
に
お
い
て
も
見
受
け
ら
れ
る
。
以
下
の
言
説
を

（
川
）
②
⑮
の
○
ゴ
ロ
ユ
の
の
ロ
．
○
○
］
］
曰
の
》
の
（

（
肌
）
］
「
ロ
・
の
・
○
・
か
』
Ｃ
』
（
］
①
の
巴
。

（
Ⅲ
）
シ
◎
（
○
ｍ
二
四
『
・
←
．
』
①
Ｃ
Ｐ
Ｃ
戸
四
四
Ｐ
か
」
（
ウ
）
・
ｍ
ｍ
ｍ
Ｂ
（
・
』
Ｃ
「
、
。

（
Ｍ
）
の
③
⑮
○
○
宮
の
ロ
の
こ
つ
【
ロ
ロ
。
（
の
←
い
日
画
○
一
》
扁
口
・
臣
」
・

（
川
）
②
⑮
の
○
宮
『
一
の
の
ロ
・
○
・
］
］
言
・
の
・
ミ
の
○
Ｃ
②
・
言
８
ミ
ロ
・
ロ
ミ
鳥
の
＆
暑
の
ト
目
）
ａ
Ｏ
ｏ
ご
「
碕
貢
」
の
．
○
シ
ｒ
旧
・
勾
図
・
］
画
「
』
②
①
（
］
①
山
、
）
。
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論 説

た
と
え
ば
、
著
作
権
法
一
○
条
二
項
は
、
事
実
の
伝
達
に
す
ぎ
な
い
雑
報
や
時
事
の
報
道
の
著
作
物
該
当
性
を
否
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は

「
雑
報
・
時
事
の
報
道
に
つ
い
て
は
、
誰
が
書
い
て
も
同
じ
よ
う
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
選
択
の
幅
が
狭
い
と
い
う
観
点
か
ら
創
作
性
が

否
定
さ
れ
る
結
果
、
著
作
物
性
が
否
定
さ
れ
る
」
か
ら
で
あ
る
（
同
論
文
九
頁
）
。

ま
た
「
地
球
は
回
っ
て
い
る
」
と
い
う
自
然
法
則
自
体
の
表
現
に
は
著
作
物
性
が
否
定
さ
れ
る
が
、
「
自
然
法
則
を
説
明
し
た
文
章
で
も
、
そ

の
表
現
自
体
に
個
性
が
現
れ
て
い
れ
ば
、
換
言
す
る
な
ら
ば
、
他
の
者
が
同
じ
自
然
法
則
を
他
の
文
章
で
表
現
で
き
る
選
択
肢
を
残
し
て
い
る

な
ら
ば
、
著
作
物
た
り
う
る
」
と
し
て
い
る
（
同
論
文
一
○
頁
）
。

（
雌
）
事
実
や
デ
ー
タ
な
ど
の
編
集
物
の
著
作
物
性
（
著
作
権
客
体
性
）
を
分
析
す
る
、
横
山
久
芳
「
編
集
著
作
物
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
ｌ
職

業
別
電
話
帳
は
果
た
し
て
著
作
物
な
の
か
？
ｌ
」
コ
ピ
ラ
イ
ト
四
七
五
号
二
頁
以
下
（
二
○
○
○
年
）
、
同
「
編
集
著
作
物
概
念
の
現
代
的
意

義
ｌ
「
創
作
性
」
の
判
断
構
造
の
検
討
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
著
作
権
研
究
三
○
号
一
三
九
頁
以
下
（
二
○
○
三
年
）
参
照
．
上
述
の
論
文

は
、
編
集
著
作
物
の
著
作
権
保
護
対
象
は
、
編
集
物
と
い
う
具
体
的
な
著
作
物
で
は
な
く
、
編
集
者
の
編
集
方
法
や
編
集
体
系
で
あ
る
と
い
う
、

（
Ⅲ
）
中
山
信
弘
「
著
作
権
法
」

こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

「
表
現
上
の
類
似
性
は
、
創
作
さ
れ
た
も
の
の
性
質
上
、
類
似
性
の
発
生
が
避
け
が
た
い
限
度
に
お
い
て
、
権
利
侵
害
に
は
該
当
し
な
い
」

（
の
Ｅ
ｐ
Ｑ
》
［
ご
Ｃ
・
ぐ
・
の
日
】
｝
の
閂
貝
の
【
ご
口
は
○
口
四
一
Ｈ
ｐ
Ｐ
の
皀
因
の
ロ
己
Ｄ
・
①
一
瞬
①
一
ｍ
（
ロ
・
ロ
・
Ｚ
・
＆
・
」
①
ｍ
の
）
）
。

「
思
想
（
己
８
）
や
そ
れ
を
叙
述
す
る
と
き
必
然
的
に
あ
る
い
は
共
通
に
使
用
さ
れ
る
要
素
（
の
｜
の
曰
の
貝
の
）
は
、
そ
の
こ
と
を
理
由
と
し
て
、

著
作
権
性
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
基
本
的
思
想
の
選
択
に
よ
り
必
然
的
に
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
芸
術
家
の
個
々
の
選
択
が
表
さ
れ

て
い
る
描
写
（
Ｑ
の
邑
一
）
が
、
著
作
権
で
保
護
で
き
る
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
○
・
言
Ｐ
の
唇
、
ロ
ロ
・
庁
の
』
凹
旦
画
］
①
）
。

）
中
山
信
弘
「
著
作
権
法
に
お
け
る
思
想
・
感
情
」
特
許
研
究
三
一
一
一
号
（
一
一
○
○
二
年
）
五
頁
以
下
に
は
、
い
く
つ
か
の
例
を
用
い
て
、
こ
の

参
照
さ
れ
た
い
。
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著作権と表現の自由の調整原理（一）

（
畑
）
二
二
Ｆ
］
シ
三
℃
・
少
Ｆ
の
『
○
軍
》
勺
雪
Ｆ
ｏ
の
○
勺
西
ご
○
司
伊
シ
ヱ
の
ご
シ
の
ロ
ー
』
（
勺
円
の
□
ご
○
の
‐
四
四
］
］
》
三
○
・
》
得
①
の
』
）
・

（
Ⅲ
）
の
①
の
『
＆
幻
皀
の
亘
の
戸
こ
の
写
⑪
＆
・
ミ
ミ
ミ
品
ミ
ミ
・
弓
Ｃ
○
二
畳
貢
げ
●
・
苫
②
ミ
量
・
言
巳
ご
』
已
凄
目
Ｆ
］
」
．
、
の
（
四
三
口
）
．
②
⑯
の

巳
②
Ｐ
幻
呂
の
貝
の
戸
ヨ
ー
の
画
一
且
」
ミ
の
三
三
の
ミ
け
い
）
崖
ご
○
の
①
》
田
の
『
シ
三
・
Ｆ
・
幻
向
く
．
「
雪
］
ゴ
の
‐
「
の
』
（
⑭
ｇ
］
）
・

（
伽
）
ｍ
の
⑮
の
．
”
・
》
国
禺
ｂ
の
［
伜
幻
四
三
》
Ｐ
「
』
□
・
の
．
》
ｇ
ｍ
ｍ
ｏ
ｍ
の
○
一
向
｝
□
【
の
９
ｍ
②
『
ご
・
の
．
》
口
（
⑭
］
①
‐
ロ
ロ
］
・

（
皿
）
中
山
・
前
掲
書
（
註
組
）
四
八
頁
。

（
皿
）
旧
ｇ
ｏ
茸
》
②
黛
已
「
ロ
ロ
○
（
の
の
←
》
四
（
「
「
、
．

興
味
深
い
見
解
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
事
実
や
デ
ー
タ
等
を
選
択
・
配
列
す
る
一
種
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
保
護
客
体
に
含
め

る
も
の
で
あ
り
、
著
作
権
の
保
護
客
体
に
関
す
る
既
存
の
見
解
（
ア
イ
デ
ィ
ア
は
著
作
権
の
客
体
で
は
な
い
）
に
、
理
論
の
さ
ら
な
る
ソ
フ
ィ

ス
テ
ィ
ケ
ー
ト
を
求
め
る
も
の
と
も
な
っ
て
い
る
。

（
Ⅲ
）
先
述
し
た
著
作
権
法
学
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
註
皿
）
の
な
か
で
、
小
泉
直
樹
は
、
「
著
作
権
は
相
対
的
独
占
権
で
す
か
ら
、
本
来
、
既
存
の

も
の
と
同
じ
表
現
で
あ
っ
て
も
、
独
自
創
作
さ
れ
る
限
り
保
護
し
て
よ
い
こ
と
に
な
る
は
ず
で
す
」
と
し
た
あ
と
、
中
山
信
弘
の
新
創
作
性
概

念
（
「
表
現
の
選
択
の
幅
」
論
）
に
つ
い
て
の
批
判
と
も
受
け
取
れ
る
報
告
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。
中
山
理

論
に
よ
る
と
言
論
市
場
で
の
表
現
の
豊
富
化
、
多
様
化
が
著
作
権
保
護
の
目
的
と
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
独
自
創
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、

既
存
の
表
現
と
同
じ
も
の
に
つ
い
て
は
、
創
作
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
著
作
権
法
の
前
提
と
合
致
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。
小

泉
直
樹
「
機
能
的
著
作
物
の
創
作
性
」
著
作
権
研
究
二
八
号
（
二
○
○
一
年
）
一
二
、
’
八
頁
参
照
。

（
皿
）
旧
の
の
一
一
の
シ
・
尻
目
亘
忽
①
曼
畠
ご
青
雲
・
吻
弓
言
ロ
ロ
ミ
ロ
包
忌
量
・
言
冒
Ｄ
Ｃ
ご
畳
貢
合
口
・
三
豊
伊
・
”
固
く
」
圏
］
』
巴
、

（
］
の
①
②
）
。
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